
2
245

白鳥が舞う
、

加賀の冬



 2 今月号の表紙は、鴨池観察
館にて撮影した、羽ばたく
白鳥の姿です。数百羽もの
白鳥が、純白に輝きながら
力強く羽ばたく光景は、見
る人の心を強く打ちます。
この季節の鴨池は、さまざ
まな種類の野鳥が集まり、
自然の姿を、観察すること
ができます。
冬ならではの貴重な光景を、
ぜひご覧ください。

目次「わたしの夢」、裏表紙「笑う門
には福来る～加賀市で青春～」のコー
ナーではそれぞれ取材させていただけ
る人を募集しています。詳しくは加賀
市役所プロモーション室までご連絡く
ださい。
問プロモーション室 ☎ 0761-72-7802

加 賀 市 の 人 口 と 世 帯

●住民基本台帳より
●〔　〕内は先月比

（令和 8 年 1 月 1 日現在）

 世帯数
28,888 世帯

〔－ 2〕

 人 口
60,851 人

〔－ 82〕

取材させていただける方を大募集！

わたしの夢
タウンミーティング～第 1 回開催レポート～
赤平市・加賀市友好都市協定締結 30 周年
税の申告受付のご案内
市職員の給与状況をお知らせします
加賀市ライフデザイン推進機構からのお知らせ
救急車の適正利用にご協力ください
” 教育の未来” は加賀市にあり～教育委員会連載～
加賀市が好き
市からのお知らせ
イベント
情報チャンネル
図書館に行こう・みんなの伝言板
無料市民相談
健康カレンダー / 救急当番医
施設ガイド
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   　　中島　歩花 さん（片山津中学校 1 年生）

　加賀市が科学分野で優れた探究活動を行った生徒に贈る「本川
弘一科学奨励賞」。今年度の中学生部門では 中島 歩花さん（片
山津中学校 1 年生）が受賞しました。
　今回受賞した研究は、「洗濯実験 衣類についたシミはどこまで
落ちる？」です。シミのついた服を置いたままにしていた際、母
から言われた「すぐに洗わないとシミが落ちなくなる」という言
葉に疑問を持ったことが、研究のきっかけでした。研究では、カ
レーやマジックなど１２種類のシミを用い、放置時間を変えなが
ら洗濯実験を実施。いろいろな洗剤や洗い方で、さまざまな方法
を試し、落ち方を丁寧に比較しました。その結果、シミは放置時
間が長いほど落ちにくくなること、シミの種類ごとに適した落と
し方があること、各シミに対し、より効率的に落とす方法を導き
出しました。
　そんな研究熱心な中島さんに今後挑戦してみたいことを尋ねる
と、「気になることがあれば、ジャンルを問わずいろいろなこと
を調べてみたいです」と、意欲的に話してくれました。

表 紙 の 写 真
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「地域」と「政策」

交互に開催！

市HPでも
開催状況を

ご覧いただけます

第3回 第4回
とき

ところ
2月17日（火）　19時～
片山津中学校　講堂

対象 加賀市民（どちらにお住まいの人も参加できます） 所要時間 60分

3月17日（火）　19時～
市民会館大ホール
子育て支援について

　市
で
は
、市
民
の
皆
さ
ん
が
市
長

に
直
接
意
見
を
届
け
、と
も
に
歩

む
温
か
い
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る

た
め「
タ
ウ
ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
」を

開
催
し
て
い
ま
す
。

　令
和
7
年
12
月
18
日
、橋
立
海
青

学
園
に
お
い
て
第
1
回
地
域
タ
ウ

ン
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
が
行
わ
れ
、

1
1
5
人
が
参
加
し
ま
し
た
。

次回以降のタウンミーティングの予定

市
民
と
市
長
が
直
接
対
話

　会
場
で
は「
加
賀
市
を
よ
り
よ

く
す
る
た
め
の
市
長
へ
の
意
見
・

提
言
」を
テ
ー
マ
に
、活
発
な
議
論

が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。橋
立
地
区

橋
立
地
区
の
資
源
活
用
と

魅
力
発
信

教
育
・
未
来
へ
の
投
資
に

高
い
関
心

を
よ
く
す
る
た
め
の
意
見
に
つ
い

て
は
、旧
黒
崎
小
学
校
跡
地
の
活

用
方
法
と
し
て
、道
の
駅
や
多
世

代
交
流
の
場
な
ど
住
民
の
意
見
を

聞
き
な
が
ら
検
討
し
て
ほ
し
い
と

い
う
内
容
や
、北
前
船
文
化
な
ど

の
地
域
資
源
を
S
N
S
等
で
世
界

へ
発
信
し
、さ
ら
な
る
誘
客
を
促

進
す
べ
き
と
い
っ
た
前
向
き
な
提

案
が
相
次
ぎ
ま
し
た
。

　「
教
育
」に
関
す
る
意
見
に
は

特
に
注
目
が
集
ま
り
ま
し
た
。

　次
世
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の

た
め
に
、高
等
教
育
機
関
の
設
置
構

想
や
、A
I
を
活
用
し
た
個
別
最
適

な
学
び
の
提
供
、 

S
T
E
A
M
教
育

の
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
体
制
な
ど
、10

年
・
20
年
先
を
見
据
え
た
市
の
ビ

ジ
ョ
ン
を
問
う
声
が
寄
せ
ら
れ
ま

し
た
。ま
た
、学
び
の
場
の
確
保
に

つ
い
て
も
議
論
さ
れ
ま
し
た
。

透
明
性
の
高
い
市
政
運
営
を

目
指
し
て

　こ
の
ほ
か
、高
尾
町
の
産
業

パ
ー
ク
へ
の
企
業
誘
致
や
加
賀
温

泉
駅
周
辺
の
整
備
、地
域
医
療
の

維
持
、通
学
路
へ
の
街
灯
設
置
な

ど
、生
活
に
密
着
し
た
課
題
か
ら

市
政
運
営
の
透
明
性
に
関
す
る
指

摘
ま
で
、多
岐
に
わ
た
る
声
が
届

き
ま
し
た
。

　

 

市
長
は「
い
た
だ
い
た
貴
重
な

ご
意
見
は
、今
後
の
市
政
運
営
の

指
針
と
し
て
活
用
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
」と
述
べ
、対
話
の
重
要
性

を
強
調
し
ま
し
た
。

第1回開催レポート ～地域タウンミーティング 旧橋立中学校区～

※第２回のタウンミーティングは「政策タウンミーティング」として「地域公共交通」をテーマに開催されました。詳細は市HPで公開しています。

※
S
T
E
A
M
教
育
と
は
…

「
科
学（Science

）」「
技
術（Technology

）」「
工
学

（Engineering

）」 「
芸
術
・
教
養（A

rt

）」「
数
学

（M
athem

atics 

）」の5

つ
の
頭
文
字
か
ら
つ
く
ら
れ
た

言
葉
で
、い
ろ
ん
な
領
域
を
横
断
し
な
が
ら
、さ
ま
ざ
ま

な
視
点
か
ら
テ
ー
マ
に
つ
い
て
考
え
、自
分
の
発
想
な
ど

を
形
に
す
る
こ
と
を
学
び
ま
す
。

※

とき
ところ
テーマ

地域 政策



赤平市・加賀市交流の経緯

友好都市協定締結

はじまりは団体移住から

加賀市へ来訪

　北海道の開拓が進む中、赤平では明治23年から入植が始まりまし
た。明治27年、石川県人の寺西幸三郎氏が現地調査を行い、約7カ月
かけて上赤平を移住先に選定。その年10月、石川県動橋村に戻り、移
住計画を本格化させました。明治28年4月、寺西氏を団長とする47
戸が上赤平に団体移住し、これが赤平市と加賀市の縁の起点となり
ました。

掘立小屋を建てることから始まり、皆で助け
合い開拓を進めました。

平成5年5月26日、赤平市民ふるさと訪問団が
動橋町振橋神社を訪問。

150人に及ぶ関係者が出席し、協定書の調印、市
旗や記念品の交換、記念植樹、火太鼓演奏などが
行われました(加賀市)

平成7年から平成17年の間、あかびら火まつりで
加賀市のぐず焼を再現。ぐずが焼かれる迫力を
赤平で体験することができ、火をテーマにした
共通のお祭りをとおして、交流が更に深まりま
した。

友好都市となるきっかけ
　平成3年、赤平市史の編纂室が、入植した加賀団体の調査のため郷
土史家の紹介を依頼したことに始まります。平成4年7月、調査を依
頼された加賀市の郷土史家が、赤平市出身の加賀市職員とともに赤
平市を訪問。平成5年5月、赤平市民ふるさと訪問団27人が加賀市を
訪れ、祖先の地を訪ね交流したことが、友好都市提携へと繋がりま
した。

友好都市交流行事・訪問交流
　H7～H17 友好訪問団事業
　H7 友好都市提携調印記念事業(手型モニュメント除幕式)
　H8 旧加賀市制施行40周年記念式典
　H30 交流再開に向け加賀市を訪問 など
　子どもの相互交流
　H8～H10 友好子ども交流会
　H8～9、H12 赤平市青少年育成連絡協議会加賀市訪問　　　
　H10 加賀市子ども交流会赤平市訪問
　H11 中学生相互訪問交流
　H14、H21 野球スポーツ少年交流(加賀市) など
　芸術・文化交流
　H7 第12回加賀市子ども会文化祭への展示
　H8 「まれびとの国まつり」に赤平七宝焼出品(加賀市)　　　
　H10 日本百名山写真展(赤平市)
　H12 加賀美術協会展(赤平市) など
　物産・観光交流
　H7～H17 ぐず焼まつり・あかびら火まつりイベント訪問交流
　H8 あかびら火まつり加賀特産品展示即売会　　　 
　H9 加賀市職員・動橋赤平友好委員会あかびら火まつり訪問 など
　地域づくり・まちづくりに関する交流
各団体視察研修
　H9 日本海重油流出事故による義援金を加賀市災害対策本部へ
　H30 加賀市議会「昴志会」行政視察赤平訪問
　R6 能登半島地震災害義援金(赤平市・赤平市議会) など

北海道赤平市と加賀市は
友好都市協定締結30周年
北海道赤平市と加賀市は、本年度に友好都市協定締結30周年を迎えました。

　友好都市協定締結30周年を記念し、8月29日から31日にかけて、赤
平市長、赤平市議会議長、赤平市・加賀市友好委員会長をはじめとする
18人の赤平市訪問団が加賀市に来訪されました。

赤平市を訪問 　11月17日から19日にかけて、加賀市長、加賀市議会議長、動橋赤平友好委員会長をはじめとす
る16人の加賀市訪問団が赤平市を訪問しました。
　18日に赤平市役所を表敬訪問し、盛大な歓迎を受けました。その後、歓迎交流会が開催され、友
好の歩みを振り返るとともに、今後の交流発展に向けた絆を深める意義深い時間となりました。

記念式典には、加賀市から約50人が参加し、両市長の
挨拶や参加者紹介、両市議会議長の祝辞、記念品交換
などが行われました。記念品交換では、赤平市から木
製オブジェと胡蝶蘭が贈呈され、加賀市からは九谷
焼と献上加賀棒茶を贈呈。

祝賀会のオープニング
を飾った赤平市の火太
鼓演奏。加賀市からは、
レッツタップダンス加
賀 の タ ッ プ ダ ン ス
ショーを披露。

視察(北前船の里資料館ほか) オープン初日の萬松園あいう
えおの杜を見学

ぐず焼まつりの会場で披露さ
れた火太鼓。アンコールを求め
られるほど観客を魅了する演
奏は、祭りの熱気を一層高めま
した。迫力あるぐずの乱舞や多
彩なステージイベントを見学。

視察(小樽市総合博物館)

視察(植松電機)
視察(鞄いたがき)

オープニングは火太鼓の演奏から

赤平市役所に入ると、職員の
皆さんや赤平市・加賀市友好
委員会の人々の拍手に迎え
られ、印象深いひとときとな
りました。

歓迎交流会には、赤
平市から約50人が
参加し、両市長の挨
拶のほか、両市議会
議長や北海道議会議
員による祝辞、赤平
市企業PR抽選会な
どが行われました。

剣舞
八上紅月剣士の

「ああ田原坂」

コミュニティ広場
30年前に加賀市関係者が残した
手型モニュメントを見学

視察(赤平市炭鉱遺産ガイダ
ンス施設)

日舞
東珠代師範の

「かっぽれ」 市民踊り　赤平火噸節保存会の「火噸節」

令和7年
11月17日

令和7年
8月30日

平成7年10月10日

令和7年
8月29日

主な友好都市交流事業

令和7年
11月18日

令和7年
11月19日

問 観光商工課　☎0761-72-7900
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れた火太鼓。アンコールを求め
られるほど観客を魅了する演
奏は、祭りの熱気を一層高めま
した。迫力あるぐずの乱舞や多
彩なステージイベントを見学。

視察(小樽市総合博物館)

視察(植松電機)
視察(鞄いたがき)

オープニングは火太鼓の演奏から

赤平市役所に入ると、職員の
皆さんや赤平市・加賀市友好
委員会の人々の拍手に迎え
られ、印象深いひとときとな
りました。

歓迎交流会には、赤
平市から約50人が
参加し、両市長の挨
拶のほか、両市議会
議長や北海道議会議
員による祝辞、赤平
市企業PR抽選会な
どが行われました。

剣舞
八上紅月剣士の

「ああ田原坂」

コミュニティ広場
30年前に加賀市関係者が残した
手型モニュメントを見学

視察(赤平市炭鉱遺産ガイダ
ンス施設)

日舞
東珠代師範の

「かっぽれ」 市民踊り　赤平火噸節保存会の「火噸節」

令和7年
11月17日

令和7年
8月30日

平成7年10月10日

令和7年
8月29日

主な友好都市交流事業

令和7年
11月18日

令和7年
11月19日

問 観光商工課　☎0761-72-7900

広報かが  2026・25



な
お
、
給
与
・
年
金
の
源
泉
徴
収
票
に

こ
れ
ら
の
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場

合
は
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　出張

申
告
受
付

注
意
事
項

　
市
の
申
告
会
場
で
は
税
務
署
職
員

の
受
付
は
あ
り
ま
せ
ん
。収
入
が
給

与
・
年
金
の
人
の
申
告
受
付
の
み
に
な

り
ま
す
。次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
は
、小
松
税
務
署
で
の
申
告
を
お

願
い
し
ま
す
。

①
事
業
所
得（
営
業
・
農
業
・
山
林
）や

不
動
産
所
得
の
申
告

申
告
を
お
忘
れ
な
く

　
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
在
住
す
る

人
は 

令
和
７
年
中
の
収
入
の
有
無
に

関
わ
ら
ず
市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要

で
す
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
は
、
申
告
の
必
要
が
あ

り
ま
せ
ん
。

①
収
入
が
給
与
の
み
で
、
勤
務
先
か

ら
市
役
所
へ
給
与
支
払
報
告
書
が

提
出
さ
れ
て
い
る
場
合

②
65
歳
未
満
（
昭
和
36
年
１
月
２
日
以

後
生
ま
れ
）
で
、
収
入
が
公
的
年
金

等
の
み
で
、
98
万
円
以
下
の
場
合

③
65
歳
以
上
（
昭
和
36
年
１
月
１
日
以

前
生
ま
れ
）
で
、
収
入
が
公
的
年
金

等
の
み
で
、
1
4
8
万
円
以
下
の

場
合

④
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
場
合

申
告
時
に
必
要
な
も
の

①
給
与
や
年
金
の
源
泉
徴
収
票

②
各
種
控
除
を
受
け
る
た
め
の
領
収

書
や
証
明
書

③
医
療
費
控
除
の
明
細
書
、医
療
費
通

知（
医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合
）

④
口
座
番
号
の
わ
か
る
も
の（
所
得
税

の
還
付
申
告
の
場
合
）

⑤
個
人
番
号
の
確
認
で
き
る
も
の（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、通
知
カ
ー
ド
等
）

⑥
本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
、年

金
手
帳
等
）

収
入
が
な
か
っ
た
人
は

電
子
申
告
が
で
き
ま
す

　
令
和
７
年
中
に
収
入
が
な
か
っ
た
人 

（
遺
族
年
金
、
障
害
年
金
、
失
業
保
険

の
み
の
人
も
含
む
） 

は
、
所
得
証
明

書
等
の
取
得
や
国
民
健
康
保
険
税
の

算
定
、
各
種
福
祉
関
係
の
申
請
な
ど

に
は
市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
で

す
。 

市
・
県
民
税
は
、
次
の
Q
R
か
ら

申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
必
要
で
す
）。

　
電
子
申
告
を
し
た
場
合
、
紙
の
申
告

書
を
提
出
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

申
告
す
る
と
市
・
県
民

税
が
非
課
税
に
な
る
人

　
障
が
い
者
、
未
成
年
者
、
寡
婦
ま
た

は
ひ
と
り
親
で
合
計
所
得
金
額
が 

1
3
5
万
円
以
下
の
場
合
は
申
告
に
よ

り
、市・県
民
税
が
非
課
税
に
な
り
ま
す
。

市・県民税

②
株
式
・
土
地
等
の
譲
渡
の
申
告

③
先
物
取
引
や
暗
号
資
産
取
引
の
申
告

④
株
式
等
の
配
当
の
申
告

⑤
亡
く
な
っ
た
人
の
確
定
申
告

⑥
住
宅
借
入
金
控
除
な
ど
住
宅
に
関

す
る
特
別
控
除
を
受
け
る
場
合

⑦
雑
損
控
除
を
受
け
る
場
合

⑧
令
和
６
年
分
以
前
の
申
告

ス
マ
ホ
申
告
の
留
意
事
項

・
自
身
の
ス
マ
ホ
で
申
告
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。
手
順
は
市
職
員
が
説

明
し
ま
す
。
ス
マ
ホ
に
「
マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル
ア
プ
リ
」
を
事
前
に
イ

ン
ス
ト
ー
ル
し
て
お
く
と
ス
ム
ー

ズ
で
す
。
定
員
は
先
着
30
人
で
す
。

※
ス
マ
ホ
申
告
に
必
要
な
も
の

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
読
取
対
応
ス

マ
ホ
（
ス
マ
ホ
は
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
、

最
新
の
状
態
に
し
て
く
だ
さ
い
）

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
取
得
時
に

設
定
し
た
数
字
４
桁
の
パ
ス
ワ
ー

ド
と
６
桁
以
上
の
各
暗
証
番
号

　市・県民税、所得税とも
に、マイナンバーの記載と
本人確認書類の提示または
写しの添付が必要です。
　申告にお越しの際は次の
書類を忘れずにお持ちくだ
さい。

　自宅等からいつでもできる電子申告が大変便利です。「マイナンバーカード」とお持ちのスマホやパソコンがあ
れば、24時間いつでも申告書等を提出できます。また、電子申告をした場合、紙の申告書を提出する必要はありま
せん。

❶いつでもどこでも申告できる
　お仕事や家事の合間、夜間や休日でも申告可能です。

❷データで申告書を提出できるためスムーズ
　紙の提出や郵送の手間がなくなり、スムーズに申告が完了します。

❸マイナンバーカードとスマホ・パソコンが
　あれば簡単に利用可能
　特別な機器は不要。普段のインターネット環境でOKです。

マイナンバーカードをご用意ください
（写しを添付する場合は両面のコピーが必
要です）

次の２点が必要です
①通知カード、マイナンバーの記載された住民票

などのうちいずれか1点
②運転免許証、年金手帳などのうちいずれか1点

市
内
会
場
で
の
申
告
受
付
●
と
　
き 

２
月
16
日
㈪
〜
３
月
16
日
㈪ 
９
時
〜
16
時（
平
日
の
み
）

●
と
こ
ろ 

市
民
会
館
３
階 

大
ホ
ー
ル

※スマホ申告のみの受付

3月4日㈬  10時～12時 山代地区会館

3月5日㈭  10時～12時 河南地区会館

3月6日㈮  10時～12時 片山津地区会館

2月8日㈰  9時～11時半 市民会館2階
  第2会議室

※スマホでの確定申告受付
受付日 受付時間 受付場所

受付日 受付時間 受付場所

税 の申告受付

▲電子申告（市
民税・県民税）
はこちら

マイナンバーカード（個人番号カード）を持っている

は　い いいえ

電子申告のここが便利！ 国税庁e-Taxキャラクター
イータ君

所得税の
電子申告に

ついてはこちら

市・県民税の
電子申告に

ついてはこちら

●例年、申告会場は大変混み合います。待ち時間が長くなる場合が
ありますが、ご理解をお願いします。

●スマホ・PCをお持ちの人はご自宅でいつでも申告できるe-Taxをご利用ください。

申告にはマイナンバーが必要です

電子申告が利用できます！

申告受付期間  2月16日㈪ ～3月16日㈪ 問 税料金課（市民税グループ）
　 ☎0761-72-7815
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数
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桁
以
上
の
各
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号

　市・県民税、所得税とも
に、マイナンバーの記載と
本人確認書類の提示または
写しの添付が必要です。
　申告にお越しの際は次の
書類を忘れずにお持ちくだ
さい。

　自宅等からいつでもできる電子申告が大変便利です。「マイナンバーカード」とお持ちのスマホやパソコンがあ
れば、24時間いつでも申告書等を提出できます。また、電子申告をした場合、紙の申告書を提出する必要はありま
せん。

❶いつでもどこでも申告できる
　お仕事や家事の合間、夜間や休日でも申告可能です。

❷データで申告書を提出できるためスムーズ
　紙の提出や郵送の手間がなくなり、スムーズに申告が完了します。

❸マイナンバーカードとスマホ・パソコンが
　あれば簡単に利用可能
　特別な機器は不要。普段のインターネット環境でOKです。

マイナンバーカードをご用意ください
（写しを添付する場合は両面のコピーが必
要です）

次の２点が必要です
①通知カード、マイナンバーの記載された住民票

などのうちいずれか1点
②運転免許証、年金手帳などのうちいずれか1点

市
内
会
場
で
の
申
告
受
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●
と
　
き 

２
月
16
日
㈪
〜
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月
16
日
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時
〜
16
時（
平
日
の
み
）

●
と
こ
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市
民
会
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大
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ー
ル

※スマホ申告のみの受付

3月4日㈬  10時～12時 山代地区会館

3月5日㈭  10時～12時 河南地区会館

3月6日㈮  10時～12時 片山津地区会館

2月8日㈰  9時～11時半 市民会館2階
  第2会議室

※スマホでの確定申告受付
受付日 受付時間 受付場所

受付日 受付時間 受付場所

税 の申告受付

▲電子申告（市
民税・県民税）
はこちら

マイナンバーカード（個人番号カード）を持っている

は　い いいえ

電子申告のここが便利！ 国税庁e-Taxキャラクター
イータ君

所得税の
電子申告に

ついてはこちら

市・県民税の
電子申告に

ついてはこちら

●例年、申告会場は大変混み合います。待ち時間が長くなる場合が
ありますが、ご理解をお願いします。

●スマホ・PCをお持ちの人はご自宅でいつでも申告できるe-Taxをご利用ください。

申告にはマイナンバーが必要です

電子申告が利用できます！

申告受付期間  2月16日㈪ ～3月16日㈪ 問 税料金課（市民税グループ）
　 ☎0761-72-7815

広報かが  2026・2 6



な
お
、
給
与
・
年
金
の
源
泉
徴
収
票
に

こ
れ
ら
の
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場

合
は
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　出張

申
告
受
付

注
意
事
項

　
市
の
申
告
会
場
で
は
税
務
署
職
員

の
受
付
は
あ
り
ま
せ
ん
。収
入
が
給

与
・
年
金
の
人
の
申
告
受
付
の
み
に
な

り
ま
す
。次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
は
、小
松
税
務
署
で
の
申
告
を
お

願
い
し
ま
す
。

①
事
業
所
得（
営
業
・
農
業
・
山
林
）や

不
動
産
所
得
の
申
告

申
告
を
お
忘
れ
な
く

　
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
在
住
す
る

人
は 
令
和
７
年
中
の
収
入
の
有
無
に

関
わ
ら
ず
市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要

で
す
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
は
、
申
告
の
必
要
が
あ

り
ま
せ
ん
。

①
収
入
が
給
与
の
み
で
、
勤
務
先
か

ら
市
役
所
へ
給
与
支
払
報
告
書
が

提
出
さ
れ
て
い
る
場
合

②
65
歳
未
満
（
昭
和
36
年
１
月
２
日
以

後
生
ま
れ
）
で
、
収
入
が
公
的
年
金

等
の
み
で
、
98
万
円
以
下
の
場
合

③
65
歳
以
上
（
昭
和
36
年
１
月
１
日
以

前
生
ま
れ
）
で
、
収
入
が
公
的
年
金

等
の
み
で
、
1
4
8
万
円
以
下
の

場
合

④
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
場
合

申
告
時
に
必
要
な
も
の

①
給
与
や
年
金
の
源
泉
徴
収
票

②
各
種
控
除
を
受
け
る
た
め
の
領
収

書
や
証
明
書

③
医
療
費
控
除
の
明
細
書
、医
療
費
通

知（
医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合
）

④
口
座
番
号
の
わ
か
る
も
の（
所
得
税

の
還
付
申
告
の
場
合
）

⑤
個
人
番
号
の
確
認
で
き
る
も
の（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、通
知
カ
ー
ド
等
）

⑥
本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
、年

金
手
帳
等
）

収
入
が
な
か
っ
た
人
は

電
子
申
告
が
で
き
ま
す

　
令
和
７
年
中
に
収
入
が
な
か
っ
た
人 

（
遺
族
年
金
、
障
害
年
金
、
失
業
保
険

の
み
の
人
も
含
む
） 

は
、
所
得
証
明

書
等
の
取
得
や
国
民
健
康
保
険
税
の

算
定
、
各
種
福
祉
関
係
の
申
請
な
ど

に
は
市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
で

す
。 

市
・
県
民
税
は
、
次
の
Q
R
か
ら

申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
必
要
で
す
）。

　
電
子
申
告
を
し
た
場
合
、
紙
の
申
告

書
を
提
出
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

申
告
す
る
と
市
・
県
民

税
が
非
課
税
に
な
る
人

　
障
が
い
者
、
未
成
年
者
、
寡
婦
ま
た

は
ひ
と
り
親
で
合
計
所
得
金
額
が 

1
3
5
万
円
以
下
の
場
合
は
申
告
に
よ

り
、市・県
民
税
が
非
課
税
に
な
り
ま
す
。

市・県民税

②
株
式
・
土
地
等
の
譲
渡
の
申
告

③
先
物
取
引
や
暗
号
資
産
取
引
の
申
告

④
株
式
等
の
配
当
の
申
告

⑤
亡
く
な
っ
た
人
の
確
定
申
告

⑥
住
宅
借
入
金
控
除
な
ど
住
宅
に
関

す
る
特
別
控
除
を
受
け
る
場
合

⑦
雑
損
控
除
を
受
け
る
場
合

⑧
令
和
６
年
分
以
前
の
申
告

ス
マ
ホ
申
告
の
留
意
事
項

・
自
身
の
ス
マ
ホ
で
申
告
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。
手
順
は
市
職
員
が
説

明
し
ま
す
。
ス
マ
ホ
に
「
マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル
ア
プ
リ
」
を
事
前
に
イ

ン
ス
ト
ー
ル
し
て
お
く
と
ス
ム
ー

ズ
で
す
。
定
員
は
先
着
30
人
で
す
。

※
ス
マ
ホ
申
告
に
必
要
な
も
の

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
読
取
対
応
ス

マ
ホ
（
ス
マ
ホ
は
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
、

最
新
の
状
態
に
し
て
く
だ
さ
い
）

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
取
得
時
に

設
定
し
た
数
字
４
桁
の
パ
ス
ワ
ー

ド
と
６
桁
以
上
の
各
暗
証
番
号

　市・県民税、所得税とも
に、マイナンバーの記載と
本人確認書類の提示または
写しの添付が必要です。
　申告にお越しの際は次の
書類を忘れずにお持ちくだ
さい。

　自宅等からいつでもできる電子申告が大変便利です。「マイナンバーカード」とお持ちのスマホやパソコンがあ
れば、24時間いつでも申告書等を提出できます。また、電子申告をした場合、紙の申告書を提出する必要はありま
せん。

❶いつでもどこでも申告できる
　お仕事や家事の合間、夜間や休日でも申告可能です。

❷データで申告書を提出できるためスムーズ
　紙の提出や郵送の手間がなくなり、スムーズに申告が完了します。

❸マイナンバーカードとスマホ・パソコンが
　あれば簡単に利用可能
　特別な機器は不要。普段のインターネット環境でOKです。

マイナンバーカードをご用意ください
（写しを添付する場合は両面のコピーが必
要です）

次の２点が必要です
①通知カード、マイナンバーの記載された住民票

などのうちいずれか1点
②運転免許証、年金手帳などのうちいずれか1点

市
内
会
場
で
の
申
告
受
付
●
と
　
き 

２
月
16
日
㈪
〜
３
月
16
日
㈪ 

９
時
〜
16
時（
平
日
の
み
）

●
と
こ
ろ 

市
民
会
館
３
階 

大
ホ
ー
ル

※スマホ申告のみの受付

3月4日㈬  10時～12時 山代地区会館

3月5日㈭  10時～12時 河南地区会館

3月6日㈮  10時～12時 片山津地区会館

2月8日㈰  9時～11時半 市民会館2階
  第2会議室

※スマホでの確定申告受付
受付日 受付時間 受付場所

受付日 受付時間 受付場所

税 の申告受付

▲電子申告（市
民税・県民税）
はこちら

マイナンバーカード（個人番号カード）を持っている

は　い いいえ

電子申告のここが便利！ 国税庁e-Taxキャラクター
イータ君

所得税の
電子申告に

ついてはこちら

市・県民税の
電子申告に

ついてはこちら

●例年、申告会場は大変混み合います。待ち時間が長くなる場合が
ありますが、ご理解をお願いします。

●スマホ・PCをお持ちの人はご自宅でいつでも申告できるe-Taxをご利用ください。

申告にはマイナンバーが必要です

電子申告が利用できます！

申告受付期間  2月16日㈪ ～3月16日㈪ 問 税料金課（市民税グループ）
　 ☎0761-72-7815

な
お
、
給
与
・
年
金
の
源
泉
徴
収
票
に

こ
れ
ら
の
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場

合
は
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　出張

申
告
受
付

注
意
事
項

　
市
の
申
告
会
場
で
は
税
務
署
職
員

の
受
付
は
あ
り
ま
せ
ん
。収
入
が
給

与
・
年
金
の
人
の
申
告
受
付
の
み
に
な

り
ま
す
。次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
は
、小
松
税
務
署
で
の
申
告
を
お

願
い
し
ま
す
。

①
事
業
所
得（
営
業
・
農
業
・
山
林
）や

不
動
産
所
得
の
申
告

申
告
を
お
忘
れ
な
く

　
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
在
住
す
る

人
は 
令
和
７
年
中
の
収
入
の
有
無
に

関
わ
ら
ず
市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要

で
す
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
場
合
は
、
申
告
の
必
要
が
あ

り
ま
せ
ん
。

①
収
入
が
給
与
の
み
で
、
勤
務
先
か

ら
市
役
所
へ
給
与
支
払
報
告
書
が

提
出
さ
れ
て
い
る
場
合

②
65
歳
未
満
（
昭
和
36
年
１
月
２
日
以

後
生
ま
れ
）
で
、
収
入
が
公
的
年
金

等
の
み
で
、
98
万
円
以
下
の
場
合

③
65
歳
以
上
（
昭
和
36
年
１
月
１
日
以

前
生
ま
れ
）
で
、
収
入
が
公
的
年
金

等
の
み
で
、
1
4
8
万
円
以
下
の

場
合

④
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
場
合

申
告
時
に
必
要
な
も
の

①
給
与
や
年
金
の
源
泉
徴
収
票

②
各
種
控
除
を
受
け
る
た
め
の
領
収

書
や
証
明
書

③
医
療
費
控
除
の
明
細
書
、医
療
費
通

知（
医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合
）

④
口
座
番
号
の
わ
か
る
も
の（
所
得
税

の
還
付
申
告
の
場
合
）

⑤
個
人
番
号
の
確
認
で
き
る
も
の（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、通
知
カ
ー
ド
等
）

⑥
本
人
確
認
書
類（
運
転
免
許
証
、年

金
手
帳
等
）

収
入
が
な
か
っ
た
人
は

電
子
申
告
が
で
き
ま
す

　
令
和
７
年
中
に
収
入
が
な
か
っ
た
人 

（
遺
族
年
金
、
障
害
年
金
、
失
業
保
険

の
み
の
人
も
含
む
） 

は
、
所
得
証
明

書
等
の
取
得
や
国
民
健
康
保
険
税
の

算
定
、
各
種
福
祉
関
係
の
申
請
な
ど

に
は
市
・
県
民
税
の
申
告
が
必
要
で

す
。 

市
・
県
民
税
は
、
次
の
Q
R
か
ら

申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
必
要
で
す
）。

　
電
子
申
告
を
し
た
場
合
、
紙
の
申
告

書
を
提
出
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

申
告
す
る
と
市
・
県
民

税
が
非
課
税
に
な
る
人

　
障
が
い
者
、
未
成
年
者
、
寡
婦
ま
た

は
ひ
と
り
親
で
合
計
所
得
金
額
が 

1
3
5
万
円
以
下
の
場
合
は
申
告
に
よ

り
、市・県
民
税
が
非
課
税
に
な
り
ま
す
。

市・県民税

②
株
式
・
土
地
等
の
譲
渡
の
申
告

③
先
物
取
引
や
暗
号
資
産
取
引
の
申
告

④
株
式
等
の
配
当
の
申
告

⑤
亡
く
な
っ
た
人
の
確
定
申
告

⑥
住
宅
借
入
金
控
除
な
ど
住
宅
に
関

す
る
特
別
控
除
を
受
け
る
場
合

⑦
雑
損
控
除
を
受
け
る
場
合

⑧
令
和
６
年
分
以
前
の
申
告

ス
マ
ホ
申
告
の
留
意
事
項

・
自
身
の
ス
マ
ホ
で
申
告
し
て
い
た

だ
き
ま
す
。
手
順
は
市
職
員
が
説

明
し
ま
す
。
ス
マ
ホ
に
「
マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル
ア
プ
リ
」
を
事
前
に
イ

ン
ス
ト
ー
ル
し
て
お
く
と
ス
ム
ー

ズ
で
す
。
定
員
は
先
着
30
人
で
す
。

※
ス
マ
ホ
申
告
に
必
要
な
も
の

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
読
取
対
応
ス

マ
ホ
（
ス
マ
ホ
は
ア
ッ
プ
デ
ー
ト
し
、

最
新
の
状
態
に
し
て
く
だ
さ
い
）

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
取
得
時
に

設
定
し
た
数
字
４
桁
の
パ
ス
ワ
ー

ド
と
６
桁
以
上
の
各
暗
証
番
号

　市・県民税、所得税とも
に、マイナンバーの記載と
本人確認書類の提示または
写しの添付が必要です。
　申告にお越しの際は次の
書類を忘れずにお持ちくだ
さい。

　自宅等からいつでもできる電子申告が大変便利です。「マイナンバーカード」とお持ちのスマホやパソコンがあ
れば、24時間いつでも申告書等を提出できます。また、電子申告をした場合、紙の申告書を提出する必要はありま
せん。

❶いつでもどこでも申告できる
　お仕事や家事の合間、夜間や休日でも申告可能です。

❷データで申告書を提出できるためスムーズ
　紙の提出や郵送の手間がなくなり、スムーズに申告が完了します。

❸マイナンバーカードとスマホ・パソコンが
　あれば簡単に利用可能
　特別な機器は不要。普段のインターネット環境でOKです。

マイナンバーカードをご用意ください
（写しを添付する場合は両面のコピーが必
要です）

次の２点が必要です
①通知カード、マイナンバーの記載された住民票

などのうちいずれか1点
②運転免許証、年金手帳などのうちいずれか1点

市
内
会
場
で
の
申
告
受
付
●
と
　
き 

２
月
16
日
㈪
〜
３
月
16
日
㈪ 

９
時
〜
16
時（
平
日
の
み
）

●
と
こ
ろ 

市
民
会
館
３
階 

大
ホ
ー
ル

※スマホ申告のみの受付

3月4日㈬  10時～12時 山代地区会館

3月5日㈭  10時～12時 河南地区会館

3月6日㈮  10時～12時 片山津地区会館

2月8日㈰  9時～11時半 市民会館2階
  第2会議室

※スマホでの確定申告受付
受付日 受付時間 受付場所

受付日 受付時間 受付場所

税 の申告受付

▲電子申告（市
民税・県民税）
はこちら

マイナンバーカード（個人番号カード）を持っている

は　い いいえ

電子申告のここが便利！ 国税庁e-Taxキャラクター
イータ君

所得税の
電子申告に

ついてはこちら

市・県民税の
電子申告に

ついてはこちら

●例年、申告会場は大変混み合います。待ち時間が長くなる場合が
ありますが、ご理解をお願いします。

●スマホ・PCをお持ちの人はご自宅でいつでも申告できるe-Taxをご利用ください。

申告にはマイナンバーが必要です

電子申告が利用できます！

申告受付期間  2月16日㈪ ～3月16日㈪ 問 税料金課（市民税グループ）
　 ☎0761-72-7815

広報かが  2026・27



所得税

●
と
き 

２
月
16
日
㈪
〜
３
月
16
日
㈪

●
時
間 

９
時
〜
16
時  

月
曜
日
〜
金
曜
日（
祝
日
を
除
く
）

問
小
松
税
務
署

　☎
0
7
6
1
-2
2
-1
1
7
1

　︵
自
動
音
声
案
内
︶

問
小
松
税
務
署

　☎
0
7
6
1
-2
2
-1
1
7
1

　︵
自
動
音
声
案
内
︶

〒
9
2
0-

8
5
2
6

金
沢
国
税
局
業
務
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　 （
小
松
税
務
署
）

チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
お
よ
び
タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

確
定
申
告
は
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
で
自
動
入
力

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し

て
、マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
を
連
携
す
る

と
、給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票（
※
）や
、

控
除
証
明
書
等
の
デ
ー
タ
を
一
括
取

得
し
、確
定
申
告
書
の
該
当
項
目
に
自

動
入
力
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
な
お
、マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
を
利

用
す
る
た
め
に
は
、事
前
準
備
が
必
要

で
す
。各
種
控
除
証
明
書
等
の
発
行
主

体
に
よ
っ
て
は
、デ
ー
タ
が
取
得
可
能

と
な
る
ま
で
に
数
日
を
要
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、お
早
め
の
準
備
を

お
願
い
し
ま
す
。

申
告
書
の
郵
送

税
務
署
で
の
申
告
相
談
の
受
付
期
間
と

入
場
整
理
券

　
申
告
書
等
を
郵
送
等
で
提
出
す
る

場
合
は
、
次
の
宛
先
に
送
付
し
て
く

だ
さ
い
。

●
申
告
書
・
申
請
書
等
を
送
付
す
る

際
の
送
付
先
住
所
の
記
載
は
不
要

で
す
。

●
所
轄
税
務
署
の
窓
口
お
よ
び
時
間

外
収
受
箱
へ
提
出
す
る
こ
と
も
可

能
で
す
が
、
業
務
セ
ン
タ
ー
へ
の

郵
送
に
よ
る
提
出
に
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

※
書
面
の
申
告
書
等
を
、
右
記
の
宛

先
に
持
ち
込
む
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
。

■
所
得
税
の
確
定
申
告
は
毎
年
１
月
１

日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
１
年
間
に

生
じ
た
す
べ
て
の
所
得
に
対
す
る
所

得
税
を
計
算
し
、
１
年
間
の
所
得
税

を
確
定
さ
せ
る
手
続
き
で
す
。

　
確
定
申
告
は
、
自
宅
か
ら
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
ス
マ
ホ
か

ら
の
申
告
が
便
利
で
す
。

　
ご
不
明
な
点
な
ど
あ
る
場
合
は
、

チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
や
タ
ッ
ク
ス
ア
ン

サ
ー
で
調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
ま
た
、
小
松
税
務
署
の
申
告
会
場
で

は
、
ご
自
身
の
ス
マ
ホ
等
を
お
使
い

い
た
だ
き
、
ご
自
身
で
申
告
書
を
作

成
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
人
は
、
署

名
用
電
子
証
明
書
の
暗
証
番
号
（
英

数
字
６
文
字
以
上
16
文
字
以
下
）
お

よ
び
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
の

暗
証
番
号
（
数
字
４
桁
）
を
、
有
効

期
限
切
れ
に
ご
留
意
の
上
ご
持
参
く

だ
さ
い
。

　
申
告
会
場
へ
の
入
場
に
は
、「
入
場

整
理
券
」が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

国
税
庁
L
I
N
E
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト

で
の
オ
ン
ラ
イ
ン
事
前
予
約
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

※
当
日
分
の
入
場
整
理
券
は
、
小
松
税

務
署
１
階
ロ
ビ
ー
で
配
布
し
て
お
り

ま
す
が
、
当
日
の
相
談
枠
に
限
り
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
オ
ン
ラ
イ

ン
事
前
予
約
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※「
入
場
整
理
券
」
に
関
す
る
ご
質
問

は
、「
税
務
相
談
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト

（
税
務
相
談
ふ
た
ば
）」
に
ご
質
問
く

だ
さ
い
。

※
駐
車
場
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
の

で
、
公
共
交
通
機
関
を
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

▲国税庁のLINE公式
アカウント友だち
追加はこちらから
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　「
税
務
相
談
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト（
税

務
職
員
ふ
た
ば
）」は
、質
問
内
容
を
自

由
に
文
字
入
力
す
る
か
メ
ニ
ュ
ー
選

択
す
る
と
Ａ
Ｉ（
人
工
知
能
）が
分
か

り
や
す
く
回
答
し
ま
す
。例
え
ば
、「
入

場
整
理
券
」に
関
す
る
ご
質
問
の
ほ

か
、確
定
申
告
が
必
要
か
否
か
の
判
断

も
回
答
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、「
タ
ッ
ク
ス
ア
ン
サ
ー
」は
、国

所
得
税
・
消
費
税
の
相
談

と
　
き
　
２
月
21
日
㈯

　
　
　
　
10
時
〜
16
時

　
　
　  

（
12
時
〜
13
時
を
除
く
）

と
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ろ
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ル
・
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ラ
ザ
小
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（
小
松
市
園
町
ハ
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象
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規
模
納
税
者
（
前
年
分

　
　
　
　
所
得
金
額
が
3
0
0
万
円

　
　
　
　
以
下
の
事
業
所
得
者
等
）、

　
　
　
　
給
与
所
得
者
、
年
金
受
給

　
　
　
　
者
な
ど
の
人

※
１
人
あ
た
り
の
相
談
時
間
は
約
20

問
e
―

T
a
x
・
作
成
コ
ー
ナ
ー

　
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
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0
5
7
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1
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9
0
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　（
全
国
一
律
市
内
通
話
料
金
）

受
付
時
間 

平
日
９
時
〜
17
時（
土
日

 

祝
日
）

※
受
付
時
間
は
時
期
に
よ
り
延
長
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、最
新
の

情
報
を
e
―

T
a
x
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（税務職員ふたば）

税
理
士
に
よ
る
無
料
税
務
相
談

税
の
よ
く
あ
る
質
問
に
対
す
る
一
般

的
な
回
答
に
つ
い
て
、キ
ー
ワ
ー
ド
検

索
や
税
金
の
分
野
別
な
ど
の
方
法
で

調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
自
動
入
力
の
対
象
と
な
る
た
め
に

は
、お
勤
め
先（
給
与
の
支
払
者
）が

税
務
署
に
e
―

T
a
x
等
で
給
与
所

得
の
源
泉
徴
収
票
を
提
出
し
て
い

る
こ
と
等
の
要
件
が
あ
り
ま
す
。

確定申告が始まります

事
前
準
備
、送
信
方
法
、エ
ラ
ー
解
消
な
ど
確

定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
の
使
い
方
に
関

す
る
お
問
い
合
わ
せ

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
上
記
の
電
話
番
号
が
ご
利
用
で
き

な
い
場
合
な
ど
は
、

☎
0
3
-5
6
3
8
-5
1
7
1
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

（
通
常
の
通
話
料
金
と
な
り
ま
す
。）

分
と
な
り
ま
す
。

※
源
泉
徴
収
票
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
こ
の
相
談
会
で
は
、
申
告
書
の
提

出
は
で
き
ま
せ
ん
。

問
北
陸
税
理
士
会
小
松
支
部

　
☎
0
7
6
1
-2
4
-6
8
0
1

チャットボットの
利用はこちらから！

タックスアンサーは
こちらから！

マイナポータル連携の
詳細はこちら

事前準備の
詳細はこちら
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９
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ボ
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は
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携
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携
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収
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※
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等
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な
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連
携
を
利

用
す
る
た
め
に
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前
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要
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行
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取
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す
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に
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と
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■
所
得
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の
確
定
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告
は
毎
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１
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日
か
ら
12
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31
日
ま
で
の
１
年
間
に

生
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た
す
べ
て
の
所
得
に
対
す
る
所

得
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を
計
算
し
、
１
年
間
の
所
得
税

を
確
定
さ
せ
る
手
続
き
で
す
。

　
確
定
申
告
は
、
自
宅
か
ら
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用
し
た
ス
マ
ホ
か

ら
の
申
告
が
便
利
で
す
。

　
ご
不
明
な
点
な
ど
あ
る
場
合
は
、

チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト
や
タ
ッ
ク
ス
ア
ン

サ
ー
で
調
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
ま
た
、
小
松
税
務
署
の
申
告
会
場
で

は
、
ご
自
身
の
ス
マ
ホ
等
を
お
使
い

い
た
だ
き
、
ご
自
身
で
申
告
書
を
作

成
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
人
は
、
署

名
用
電
子
証
明
書
の
暗
証
番
号
（
英

数
字
６
文
字
以
上
16
文
字
以
下
）
お

よ
び
利
用
者
証
明
用
電
子
証
明
書
の

暗
証
番
号
（
数
字
４
桁
）
を
、
有
効

期
限
切
れ
に
ご
留
意
の
上
ご
持
参
く

だ
さ
い
。

　
申
告
会
場
へ
の
入
場
に
は
、「
入
場

整
理
券
」が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

国
税
庁
L
I
N
E
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト

で
の
オ
ン
ラ
イ
ン
事
前
予
約
を
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

※
当
日
分
の
入
場
整
理
券
は
、
小
松
税

務
署
１
階
ロ
ビ
ー
で
配
布
し
て
お
り

ま
す
が
、
当
日
の
相
談
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に
限
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が

あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
オ
ン
ラ
イ

ン
事
前
予
約
を
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利
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く
だ
さ
い
。
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入
場
整
理
券
」
に
関
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る
ご
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問

は
、「
税
務
相
談
チ
ャ
ッ
ト
ボ
ッ
ト

（
税
務
相
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ふ
た
ば
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に
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質
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く
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い
。
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駐
車
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に
は
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が
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り
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す
の

で
、
公
共
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通
機
関
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用
く
だ

さ
い
。
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選
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と
Ａ
Ｉ（
人
工
知
能
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や
す
く
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し
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す
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、「
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理
券
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関
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る
ご
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か
、確
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が
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か
否
か
の
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す
る
こ
と
が
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と
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に

は
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の
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所
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収
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の
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に
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が
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は
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の
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取
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を
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主な手当（令和 8年 1月 1日現在）

区　分 決定初任給 採用 2年経過日

大学卒 23万2,000円 24万2,000円
高校卒 20万300円 21万3,100円

市職員の初任給［一般行政職］（令和 7年 4月 1日現在）

※�職員数は一般職に属する職員数であり、地方
公務員の身分を保有する休職者、派遣職員な
どを含み、会計年度任用職員は含まれていま
せん。

歳出予算額に占める人件費の割合（令和 7年度一般会計 12月補正後）

※�人件費（Ｂ）は、
　特別職の報酬を含みません。

歳出予算額（Ａ）
人件費（Ｂ） 人件費率

（Ｂ /Ａ）職員給与費 退職手当 計
438億 9,780万円 42億3,218万円 7,526万円 43億744万円 9.8％

職員給与費（令和 7年度一般会計 12月補正後　計上職員数 563人）

区　分 給料（報酬）月額 期末手当 計（一人当たりの年額）
市　長 90万円 441万円 1,521万円
副市長 75万円 367万5,000円 1,267万5,000円
教育長 67万円 328万3,000円 1,132万3,000円

病院事業管理者 77万円 377万3,000円 1,301万3,000円
議　長 59万円 289万1,000円 997万1,000円
副議長 51万円 249万9,000円 861万9,000円
議　員 48万円 235万2,000円 811万2,000円

特別職の報酬など（令和 8年 1月 1日現在）

※�期末手当の額は、給料（報酬）月額×1.4×3.5カ月分 （6月期：1.725カ月、12月期：1.775カ月分）です。

一般行政職 技能労務職
平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢
32万3,000円 42.0歳 26万7,000円 56.4歳

職員の平均給料月額および平均年齢（令和 7年 4月 1日現在）

※�平均給料月額には、手当は含みません。

市職員の給与状況をお知らせします

区　分 給　料 期末・勤勉手当 職員手当 共済費 合　計
予算額 21億6,197万円 8億8,609万円 4億7,816万円 7億596万円 42億3,218万円

1 人当たりの予算額 384万円 157万円 85万円 125万円 751万円

区　分 支　給　額　な　ど
加　　賀　　市 国

期末手当
勤勉手当
[支給率 ]

期末手当 勤勉手当

同　左

6月期 1.25 カ月分 1.05 カ月分
12月期 1.275 カ月分 1.075 カ月分
計 2.525 カ月分 2.125 カ月分

扶養手当
[月額 ]

配偶者：3,000 円
子：1人 11,500 円　その他の扶養親族 1人 　6,500 円

住居手当  
[ 月額 ]

借家など　
家賃の額に応じて支給（限度額は 28,000 円）

通勤手当  
[ 月額 ]

・公共交通機関などの利用者　
　運賃相当額（限度額は 55,000 円）
・自動車などの利用者　
　通勤距離（片道 2㎞以上）に応じた額
　（2,000 円～ 38,700 円）

時間外・休日
勤務手当

正規の勤務時間を超えて勤務した場合
勤務1時間あたりの給与額×（125／100～160／100）×時間数

退職手当 
[ 支給率 ]

自   己   都   合 定　   年
勤続 20年 19.6695 カ月分 24.586875 カ月分
勤続 25年 28.0395 カ月分 33.27075 カ月分
勤続 35年 39.7575 カ月分 47.709 カ月分
最高限度額 47.709 カ月分 47.709 カ月分

　市職員の給与や人事行政の状況などを広く知っていただくため、その状況をお知らせします。市職員の給与は、
国や他の自治体、民間企業などの実態を考慮して「職員の給与に関する条例」などで決定しています。

問問 人事課人事課    ☎ 0761-72-7800☎ 0761-72-7800

部門別職員数の状況（令和 7年 4月 1日現在）

区分
部門

職　員　数
前年度
比較

令和 7年
4月 1日
現在

令和 6年
4月 1日
現在

一
般
行
政
部
門

議 会 8 8 0
総 務 111 111 0
税 務 26 26 0
農林水産 11 10 1
商 工 23 23 0
土 木 44 46 -2
民 生 143 140 3
衛 生 22 22 0
小 計 388 386 2

特
別

行
政
部
門

教 育 50 53 -3
消 防 120 116 4
小 計 170 169 1

一 般 会 計 計 558 555 3

公
営
企
業
等

会
計
部
門

病 院 512 519 -7
水 道 14 12 2
下 水 道 6 8 -2
そ の 他 31 31 0
小 計 563 570 -7

合　　　計 1,121 1,125 -4



問 加賀市ライフデザイン推進機構労働分野会事務局(加賀市政策企画部企画課）　☎0761-72-7840

加賀市
ライフデザイン
推進機構
からのお知らせ

●地域企業の働き方改革を応援！アンケート結果を活かした職場づくりへ
　加賀市では、「加賀市ライフデザイン推進機構」を設立し、市、市民団体、産業団体が一丸となってライフス
テージに合わせた人生設計を支援する環境づくりを進めています。この取り組みの一環として、市内企業の
皆さまにご協力いただき、「働きやすい職場環境づくり」「従業員のライフデザイン支援」に関するアンケート
を実施いたしました。

●結果を活かした今後の取り組み
　加賀市ライフデザイン推進機構は、これらの優れた事例を市内全体に広く共有することで、地域全体の職
場環境の改善と働き方改革を推進してまいります。

　すべての企業において、従業員の仕事と生活が両立し、能力を最大限に発揮できる
「働きやすい職場」となるよう、引き続き、皆様と連携を図りながら、活気あるまちづ
くりに取り組んでまいります。

　ぜひ、職場環境の改善を考える機会にしてみてください。

●柔軟な働き方を実践する先進事例をご紹介
　アンケートでは、従業員の皆様のライフイベントや生活に寄り添い、柔軟な働き方を実現するための、企業
の先進的な取り組みが見受けられました。以下にその事例をご紹介します。

・育児・介護に係る勤務時間の柔軟な変
更を実施。職種による制約はありつつ
も、従業員の生活環境の
変化に応じた働き方のサ
ポートを可能とし、仕事
と家庭の両立を実現して
います。

A企業
・例えば、結婚を機に職場を離れた人に向けての復職
支援を実施。ブランクがあっても安心して職場に戻
れる環境整備が、従業員の定着につながっています。
　
・「自身の出産」のみならず「孫の誕生や育児」に関し
て有給休暇を取得。企業の
柔軟な対応が、従業員の家
族まで含めたライフイベ
ントを大切にする職場文
化を育んでいます。

B企業

［実施期間］ 7月～9月　［回答数］ 30社

広報かが  2026・211



問 石川県危機管理部消防保安課　☎076-225-1481
　 加賀市消防本部警防課（通信グループ）　☎0761-72-0119

救急車の適正利用にご協力ください
救急車は限りある資源です。
適時・適切な利用にご協力をお願いします。

石川県救急医療相談窓口

　急な病気やケガが発生したとき、救急車を呼んだ方がいいか、今すぐに病院へ行った
方がいいかなど、判断に迷うことがあると思います。そんなときに医師、看護師から受診
できる医療機関のご案内・医療機関の受診の必要性や対処方法などのアドバイスを受け
ることができる電話相談窓口です。

24時間365日／FAX・メールでの相談・外国語22カ国語

令和8年

2月1日(日)
 スタート！

相談無料

＃ 7 1 1 9

病院？ 迷ったら救急車？

対応可能

受診するか…
様子を見るか…
救急車を呼ぶか…

受診するか…
様子を見るか…
救急車を呼ぶか…

#７１１９をプッシュ
※短縮ダイヤルがご利用できない場合
（ダイヤル回線、ＩＰ回線など）は

076-213-7119

#７１１９をプッシュ
※短縮ダイヤルがご利用できない場合
（ダイヤル回線、ＩＰ回線など）は

076-213-7119

医師、看護師が電話で
アドバイス!

医師、看護師が電話で
アドバイス!

step
01

step
02

step
03 すぐに受診

しましょう

救急車を
呼びましょう

子どもの救急医療相談窓口子どもの救急医療相談窓口

＃ 8 0 0 0
※短縮ダイヤルがご利用できない場合（ダイヤル回線、ＩＰ回線など）は
　076-238-0099

　休日や夜間にお子さん
が急な病気や事故で心
配なとき、直ちに医療機
関に受診する必要がある
か電話で専門家に相談す
ることができます。

＃７１１９
とは

#7119の詳細は
コチラをご覧ください。

Instagram
加賀市消防本部【公式】
＠kaga119_officialでは
加賀消防の魅力を発信中!

［対象年齢］15歳以下
相談無料

相談時間

●平日：午後６時～翌朝８時

●土曜：午後１時～翌朝８時

●日曜・祝日：午前８時～翌朝８時

総務省消防庁HP

119番へ

 

迷
わ
ず

緊急・重症の
場合は
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は
加
賀
に
あ

教
育
の
未
来

“

“

第9回

教育委員会
連載

　
加
賀
市
で
は
、課
題
解
決
・
探
究
型
の

教
科
横
断
の
学
び
を
、デ
ジ
タ
ル
技
術
も

積
極
的
に
活
用
し
な
が
ら
小
学
校
段
階
か

ら
実
践
す
る
こ
と
で
、学
び
に
対
す
る
子

ど
も
た
ち
の「
ワ
ク
ワ
ク
」や
課
題
発
見

力
・
課
題
解
決
力
を
育
む
と
と
も
に
、「
半

径
５
メ
ー
ト
ル
の
世
界
で
も
何
か
を
変
え

た
、変
え
ら
れ
る
か
も
」と
思
え
る
経
験
、

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
化
が
自
分
ご
と
に
な

る
感
覚
を
培
う
こ
と
を
目
指
し
て
お
り
、

総
合
的
な
学
習
の
時
間
を
中
心
と
し
た

市
独
自
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム「
加
賀STEAM

プ
ロ
グ
ラ
ム
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
そ
の
学
び
の
発
表
会
と
し
て
、「KAGA 

STEAM
 FES 

2
0
2
5
」を
令
和
7
年

12
月
13
日（
土
）に
開
催
し
、各
小
中
学
校

で
組
ま
れ
た
チ
ー
ム
に
加
え
て
、大
聖
寺

高
校
、加
賀
高
校
、大
聖
寺
実
業
高
校
お

よ
び「STEAM

ク
ラ
ブ
」か
ら
も
参
加
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。当
日
は
、子
ど
も
た

ち
に
加
え
、浅
野
大
介
副
知
事
を
は
じ
め

と
し
た
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
、地
域
・
保
護

者
・
企
業
の
皆
さ
ま
、県
外
・
国
外
の
教
育

関
係
者
な
ど
合
計
約
5
0
0
人
が
来
場

し
、子
ど
も
た
ち
か
ら
は
、

 

・ 

科
学
的
思
考
・
知
識
や
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン

グ
を
活
か
し
た
製
作
・
創
作

 

・ 

自
分
た
ち
の
地
域
を
も
っ
と
知
り
、お

祭
り
や
伝
統
行
事
等
を
盛
り
上
げ
る
た

め
の
企
画

 

・ 

自
分
た
ち
の
学
校
を
も
っ
と
良
く
し

て
い
く
た
め
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

な
ど
、自
ら
の
興
味
関
心
と
創
意
工
夫
を

活
か
し
た
多
様
な
学
び
の
軌
跡
に
つ
い

て
発
表
が
あ
り
ま
し
た
。成
果
物
の
中
に

は
、実
際
に
地
域
で
活
用
さ
れ
て
い
る
も

の
も
あ
り
ま
す
！

　
来
年
度
も
、子
ど
も
た
ち
の
学
び
を
深

め
る
と
い
う
目
的
を
第
一
に
、運
営
上
の

改
善
を
重
ね
な
が
ら
、「
未
来
を
自
分
で

創
る
」学
び
の
発
表
の
場
を
設
け
て
い
く

予
定
で
す
の
で
、多
く
の
皆
さ
ま
に
ご
覧

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

り

　
先
月
号
で
は
、全
国
の
学
校
教
育
関

係
者
向
け
の
イ
ベ
ン
ト「
2
0
2
5 

KAGA Education PLAYER's Day 

」

に
つ
い
て
ご
報
告
し
ま
し
た
。

　
今
月
は
、た
く
さ
ん
の
市
民
の
皆
さ

ま
に
お
越
し
い
た
だ
い
た「KA

G
A 

STEAM
 FES 

2
0
2
5
」の
模
様
を

お
届
け
し
ま
す
。

来場者の

感想
そもそもだけど…

Science, Technology, Engineering, liberal Arts, 
and Mathの略。正解のある問題を解くのではなく、
学び手自らが問いを重ね、教科横断的に学ぶこと
を通じて、創造的な課題解決・探究を図るもの。

？



医療センターの駐車場を
駅利用や旅行、ビジネスの
方々のために使わない部分
を一部開放してはどうか？

身近な質問から市政全般に関わることまで内容は多岐にわたり、
開始から1ヵ月で80件近くの意見が届いています

にはどんな意見が届いているの？？「デジタル目安箱」

Vol.13

加賀市のとりくみ

加賀市プロモーション室からのお知らせ

加賀市プロモーション室では市民のみなさん
から、さまざまな質問や相談をいただきます。
今回も「加賀市のとりくみ」についていただいた
質問から分かりやすくお届けします。

加賀ケーブルで放送中

※プロモーション室のメンバーが毎号順番にお届けするリレーコラムです。

プロモーション室からこんにちは

今ではいかに「加賀市が好きか」を熱く語る私で
すが、子どもの頃は「ここを出たい」と願っていた
時期がありました。広い世界を見てみたいという
子どもらしい動機と、濃い密度のコミュニティに
行き詰った時でした。学校での失敗をご近所さん
が知っていたとか、初めて会った人なのに家族や
親族の影響で、すでに自分に対するラベルが貼ら
れていたりとか。今となれば失敗と思っていたの

も自身の自意識過剰で、
顔見知りに包まれる安心感も充分にわかってい
ます。でも、かつての私のように市に住んだり、働
いたりしながらも「このまちが好きじゃない」と
感じている人もいるのかもしれない。誰よりも加
賀市を好きだと自負し、広報や広聴の仕事をさせ
ていただくならば、そう思えない「痛み」を忘れな
い自分でいたいと思います。

加賀市なんて大嫌い？

プロモーション室・三浦

YouTubeは
こちらから

放送開始日：２月中旬

フリーアナウンサーの塚田誉さんとお届けしている特別番組を
加賀ケーブルで絶賛放送中です。
＃5（第5話）では「公共交通」、＃6（第6話）では「山田市長訪問」を
テーマに番組を放送しました。

誉さん目線で加賀市の取り組みを分かりやすく伝えていますので、
ぜひご覧ください。
番組は市公式YouTubeからもご覧いただけます。

「デジタル目安箱」には
このような意見が届いています

※注）個人が特定されないよう一部要約をしています。

加賀温泉駅前の開発について、
若者が集えるおしゃれで「やっ
ぱり加賀市がいい」と思える場
所づくりをお願いします。

IRいしかわ鉄道の金沢方面への
電車は1時間に1本しかないので、
IRに働きかけてほしい。

山中温泉ぬくもり診療所の「このゆびと～まれ」
の存続をお願いしたい。
障がい児ケアには必要不可欠な場所です。

加賀市は「がん検診や特定健診」
の受診率が他の自治体に比べ低
いと聞きます。夜間での受診が
できると受診率が上がるのでは
ないでしょうか。

すぐに対応ができるものは迅速に改善をしました！

図書館の空調が
快適でない

空調の設定を
変更しました

加賀市の
LINEスタンプがほしい

ご提供ができるよう
準備をスタート

図書館のぬいぐるみが
衛生的に不安

館内のぬいぐるみを
撤去しました

道路の樹木剪定を
してほしい

依頼のあった場所の
剪定作業を完了

いただいたご意見はひとつひとつ確認させていただき、市の政策等にも反映させてまいり
ます。なお、すべてのご意見を確認しておりますが、即時要望として反映するものではあり
ませんので、詳しくは「加賀市市民等からの意見等の処理に関する要綱」をご確認ください。

今後、デジタル目安箱でご提案のあった意見は市HPでも公開予定です。 目安箱は
こちらから

あなたの知りたいこと、教えてください
プロモーション室では、みなさんが知りたいことを募集中！

加賀市に聞きたいこと、わかりやすく解説してほしいことがあれば、いつでもお待ちしています。
citypromotion@city.kaga.lg.jp までメールをお願いします！

次
回
予
告

＃7（第7話）  テーマ：移住

詳細が決まりましたら市HPやSNSで
お知らせします。

広報かが  2026・2 14



医療センターの駐車場を
駅利用や旅行、ビジネスの
方々のために使わない部分
を一部開放してはどうか？

身近な質問から市政全般に関わることまで内容は多岐にわたり、
開始から1ヵ月で80件近くの意見が届いています

にはどんな意見が届いているの？？「デジタル目安箱」

Vol.13

加賀市のとりくみ

加賀市プロモーション室からのお知らせ

加賀市プロモーション室では市民のみなさん
から、さまざまな質問や相談をいただきます。
今回も「加賀市のとりくみ」についていただいた
質問から分かりやすくお届けします。

加賀ケーブルで放送中

※プロモーション室のメンバーが毎号順番にお届けするリレーコラムです。

プロモーション室からこんにちは

今ではいかに「加賀市が好きか」を熱く語る私で
すが、子どもの頃は「ここを出たい」と願っていた
時期がありました。広い世界を見てみたいという
子どもらしい動機と、濃い密度のコミュニティに
行き詰った時でした。学校での失敗をご近所さん
が知っていたとか、初めて会った人なのに家族や
親族の影響で、すでに自分に対するラベルが貼ら
れていたりとか。今となれば失敗と思っていたの

も自身の自意識過剰で、
顔見知りに包まれる安心感も充分にわかってい
ます。でも、かつての私のように市に住んだり、働
いたりしながらも「このまちが好きじゃない」と
感じている人もいるのかもしれない。誰よりも加
賀市を好きだと自負し、広報や広聴の仕事をさせ
ていただくならば、そう思えない「痛み」を忘れな
い自分でいたいと思います。

加賀市なんて大嫌い？

プロモーション室・三浦

YouTubeは
こちらから

放送開始日：２月中旬

フリーアナウンサーの塚田誉さんとお届けしている特別番組を
加賀ケーブルで絶賛放送中です。
＃5（第5話）では「公共交通」、＃6（第6話）では「山田市長訪問」を
テーマに番組を放送しました。

誉さん目線で加賀市の取り組みを分かりやすく伝えていますので、
ぜひご覧ください。
番組は市公式YouTubeからもご覧いただけます。

「デジタル目安箱」には
このような意見が届いています

※注）個人が特定されないよう一部要約をしています。

加賀温泉駅前の開発について、
若者が集えるおしゃれで「やっ
ぱり加賀市がいい」と思える場
所づくりをお願いします。

IRいしかわ鉄道の金沢方面への
電車は1時間に1本しかないので、
IRに働きかけてほしい。

山中温泉ぬくもり診療所の「このゆびと～まれ」
の存続をお願いしたい。
障がい児ケアには必要不可欠な場所です。

加賀市は「がん検診や特定健診」
の受診率が他の自治体に比べ低
いと聞きます。夜間での受診が
できると受診率が上がるのでは
ないでしょうか。

すぐに対応ができるものは迅速に改善をしました！

図書館の空調が
快適でない

空調の設定を
変更しました

加賀市の
LINEスタンプがほしい

ご提供ができるよう
準備をスタート

図書館のぬいぐるみが
衛生的に不安

館内のぬいぐるみを
撤去しました

道路の樹木剪定を
してほしい

依頼のあった場所の
剪定作業を完了

いただいたご意見はひとつひとつ確認させていただき、市の政策等にも反映させてまいり
ます。なお、すべてのご意見を確認しておりますが、即時要望として反映するものではあり
ませんので、詳しくは「加賀市市民等からの意見等の処理に関する要綱」をご確認ください。

今後、デジタル目安箱でご提案のあった意見は市HPでも公開予定です。 目安箱は
こちらから

あなたの知りたいこと、教えてください
プロモーション室では、みなさんが知りたいことを募集中！

加賀市に聞きたいこと、わかりやすく解説してほしいことがあれば、いつでもお待ちしています。
citypromotion@city.kaga.lg.jp までメールをお願いします！

次
回
予
告

＃7（第7話）  テーマ：移住

詳細が決まりましたら市HPやSNSで
お知らせします。

広報かが  2026・215
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　12月1日㈪から18日㈭にか
けて市議会定例会が開催されま
した。次のとおり、案件が可
決、同意されました。

・予算案件	 15件
・条例案件	 15件
・その他案件	 51件
・人事案件	 10件
・議会意見書	 1件

詳しくは、議会ホームページを
ご覧ください。
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⑴申請が不要な人
 （児童手当を支給している口座へ振り込みます）

① 令和7年9月分の児童手当受給者

② 令和7年9月、10月生まれの児童を養育する人

③ 令和7年11月、12月生まれの児童の分は児童手
当の認定が完了次第、随時、支給します。

⑵申請が必要な人
 （申請書を子育て支援課に提出ください）

① 勤務先から児童手当を受給している公務員（令和
7年9月30日時点の住所地での申請）

②
令和8年1月以降に生まれた新生児（令和8年3月
31日生まれまで）を養育している人（児童手当
の申請を行った住所地での申請）

手続き

※①および②の人は、令和8年1月中に支給済みです。

※申請がお済みでない人は申請期限までに必ず申請を
　してください。



イベント

0761-73-2456

登録・お問い合わせは

共に働こう

加賀市シルバー人材センター
(有)金太郎引越社

加賀市山代温泉リ32番地2

遺品・粗大ゴミ

ご家族がお困りの

お気軽にご連絡ください

などの処理をお受けします

0761-77-2551
0120-72-2551

有
料
広
告
欄
広
告
の
内
容
に
つ
い
て
は

各
事
業
者
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い

広報かが  2026・2 18

問加賀市文化会館
　☎0761-77-2811

問健康課
　☎0761-72-7865

詳しくはこちら

詳しくはこちら

と　き 3月2日㈪ 9時～12時 (1人20分）
ところ 健康課（かが交流プラザさくら1階）
　女性のための健康づくりとして女性の健康週間に
あわせて、骨密度測定相談を実施します。
■対　　象 19歳以上加賀市民
■定　　員 9人（先着順）
■申込方法 健康課まで電話で予約

3月1日～8日は
女性の健康週間です

問中央図書館
　☎0761-73-0888
　山中図書館
　☎0761-78-4441 詳しくはこちら

■おはなしわくわく

と　き 2月15日㈰ 10時30分～11時
ところ 山中図書館
■小さなおはなし会～ChotCaMo（チョットカモ）

と　き	2月21日㈯ 10時30分～11時
ところ 中央図書館
　それぞれ絵本の読み聞かせや紙芝居をします。　
ぜひ遊びに来てください。

と　き	3月1日㈰ 開場13時 開演14時
ところ 加賀市文化会館大ホール
　舞台では大道芸や地元の子供
達のパフォーマンス、ロビーで
はパン等の販売や駄菓子屋の出
店を予定しております。

図書館の「おはなし会」

ハッピー☆カーニバル！
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■一般貨物自動車運送事業
■一般廃棄物収集運搬
　(生ごみ､可燃ごみ、家電、粗大ごみ､引越ごみ、
　不用品回収、空き家片付け)
■リサイクル事業(ダンボール､新聞､雑誌､
　アルミ缶､スチール缶､鉄クズ)
■産業廃棄物収集運搬(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類､ガラ
　ス陶磁器類､木くず､他)
■産業廃棄物中間処理(発泡スチロール、
　ペットボトル、気泡緩衝材、軟質系プラスチック､他)

サポートネット～専門家による無料相談会～
〈会場〉 小松商工会議所

2月21日（土）、3月28日（土）、4月18日（土） 9時～11時30分

※予約不要、先着順に受け付けます お問い合わせ

◆法律  ◆多重債務  ◆税金  ◆登記  ◆年金  ◆会社設立  ◆相続
などのご相談をお気軽に秘密厳守します

0761-76-5503

0761-21-1122

不
動
産
鑑
定
士

澤
矢
豊
伸

076-256-5413

弁
護
士

中
西
祐
一

0761-75-7520

社
会
保
険
労
務
士

畠
中
遥

0761-48-7770

社
会
保
険
労
務
士

村
井
佳
恵

0761-20-3175

土
地
家
屋
調
査
士

行
政
書
士

山
崎 

豊

0761-24-3633

弁
護
士

杉
本
昌
之

0761-48-7040

司
法
書
士

行
政
書
士

田
中
一
生

0761-76-5503

税
理
士

行
政
書
士

谷
口
勇
一

〈 後援 〉 北國新聞社

問石川県南加賀保健福祉センター
　健康推進課
　☎0761-22-0796

問加賀市各種団体女性連絡協議会
　☎0761-73-5529
　行政まちづくり課
　☎0761-72-7836詳しくはこちら 詳しくはこちら

と　き 2月27日㈮ 14時～16時
ところ	石川県南加賀保健福祉センター１階

大会議室（小松市園町ヌ48番地）
■内　　容

「ひきこもりの対応、取り組み紹介」

■講　　師	ひきこもりソーシャルブリッジプロダク
ション 林 昌則 さん

「ひきこもり当事者・家族からのメッセージ」

■講　　師	ひきこもりサポーター
家族交流会（家族のみ）

■対　　象	ひきこもりや不登校で悩んでいる家族、
支援者

■申　　込 2月20日㈮までに電話でお申し込みくだ
さい。

と　き 2月7日（土）14時〜15時
ところ セミナーハウスあいりす 研修室3
■講　　師	横谷 智久 さん（福井工業大学スポーツ健

康科学部教授）　
■定　　員	40人

ひきこもり家族教室を
開催します

講演会
「女性の健康を考えよう②」

と　き	2月15日㈰
ところ 橋立自然公園　管理棟
　ストーブを囲んで竹細工の「編み」に挑戦します！
■料　　金 一人 1,500円
■対　　象 幼児、小学生（保護者同伴）
■定　　員 10組程度
■申込締切 定員に達し次第締切

竹で遊ぼう3～竹細工編～

問橋立自然公園 管理棟
　☎0761-72-1103
　N0761-72-1103
　*hashitatesizen@kishigreen.co.jp 詳しくはこちら
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広報かが  2026・2 20

市の交際費をお知らせします

問秘書課　☎0761-72-1115

支出項目の区分
10月〜12月分 令和7年度累計

件数 金額 （円） 件数 金額 （円）
懇談会費 0 0 0 0
会費 8 70,890 29 238,335 
祝金・祝品・記念品 6 88,386 16 144,516 
香典（金・花） 6 70,000 11 120,000 
その他（激励金など） 0 0 1 9,610 
諸経費（振込手数料など） 1 1,100 2 1,870

合　計 21 230,376 59 514,331 

詳しくはこちら

　累計額は､令和7年4月からの累計です。
　毎月の執行状況は、インターネットの加賀市ホームページで見ることが
できます。個別の支払年月日・事由・金額・相手方などの一覧は､秘書課
で見ることができます。閲覧希望の方は、事前にご連絡をお願いします。

情報チャンネル

　石川県では1月から3月までの
間、県および市町が消防団入団促
進に関する広報を実施していま
す。この度今年度の「統一標語」
入賞作品が決定しました。
最優秀賞	「君の手で　ふるさと守る　

消防団」
元尾 一聖 さん

消防団入団促進一斉

広報キャンペーン

問消防本部 消防総務課
　☎0761-72-0119 詳しくはこちら

　児童手当の支払いは、2月10日
㈫を予定しています。
　令和7年12月分、令和8年1月分
の2か月分の支給となります。

2月は児童手当

支払月です

問子育て支援課
　☎0761-72-7856 詳しくはこちら

　行政サービスセンター (かも丸
ステーション)の取扱業務を市HP
に詳しく掲載しております。
　土日祝日、17時15分以降受付で
きない業務もありますので来所さ
れる際にはぜひご確認ください。

かも丸ステーション

業務のお知らせ

問行政サービス
　センター
　☎0761-76-7088 詳しくはこちら

　令和8年度生一般入学試験（二
次試験）の願書受付を開始します。
試験日 2月21日㈯
出願期間	2月4日㈬～2月17日㈫必着
　募集要項は無料で郵送、ホーム
ページからダウンロードもできます。
　詳細は加賀看護学校ホームペー
ジをご確認ください。

問加賀看護学校
　☎0761-72-2428

詳しくはこちら

令和8年度生一般入

学試験願書受付開始



　橋立海青学園は加賀市内全域か
ら通学可能な義務教育学校です。
令和9年4月から校区外就学を希望
する児童生徒並びに保護者を対象
とした学校説明会および就学希望
者の募集を下記のスケジュールで
実施します。
スケジュール

7月上旬
橋立海青学園入学希望者向け学
校説明会開催
7月31日
就学希望提出締切

　学校説明会に参加された人に対
し、就学希望のご案内を致します。
　詳細は学校HPよりご確認くだ
さい。

問教育庶務課
　☎0761-72-7975 詳しくはこちら

令和9年度橋立海青学

園就学者向けご案内

広報かが  2026・221

情報チャンネル

　システムメンテナンスのため、
下記の日程・内容でコンビニ交付
サービスを一時停止します。
　利用者の皆様にはご迷惑をおか
けしますが、ご理解・ご協力をお
願いいたします。
と　き	1月30日㈮21時～2月2日

㈪8時
2月4日㈬17時15分～23時
2月20日㈮17時15分～2月
22日㈰13時

停止対象の証明書
・住民票の写し
・印鑑登録証明書
・戸籍謄抄本
・戸籍の附票の写し
※加賀市の証明書のみが発行停止

となります。

コンビニ交付サービス

一時停止のお知らせ

問窓口課
　☎0761-72-7880 詳しくはこちら

新1年生のお子さん

に入学通知書を送り

ます

　令和8年4月に小・中・義務教
育学校に入学予定のお子さんに、
入学通知書を1月末に発送しま
す。
　2月中旬までに入学通知書が届
かない場合や、通知書に記載され
た住所・氏名などに変更があった
場合は連絡してください。
入学通知送付対象者
・小学校および義務教育学校

平成31年4月2日～令和2年4月1
日生まれの人

・中学校
平成25年4月2日～平成26年4月
1日生まれの人

就学校の変更手続き
　市内小・中・義務教育学校への就
学校は、住所地によって指定され
ています。
　ただし、特別な理由がある場合
は指定学校以外への就学が認めら
れることがあります。
　詳しくは市ホームページをご覧
になるか、お問い合わせください。

問教育庶務課
　☎0761-72-7975 詳しくはこちら

問文化課　☎0761-72-7888

城下町大聖寺 〜わがまちの由来〜
鉄砲町とまちの由来
　加賀市の大聖寺鉄砲町は、江戸時代から続く町名で、当時は多
くの足軽が暮らしていました。町名の由来は明確ではありません
が、鉄砲足軽が多く住んでいたことに由来すると伝えられていま
す。
　『聖城怪談録』には、祭りの夜に足軽が鉄砲町で火の玉に遭遇し
たという、不思議な出来事も記されています。また、現在も鉄砲
町に残る専称寺は、もともと越中国河崎村（現在の富山県南砺市
福野）にあったとされ、江戸時代に鉄砲町へ移転してきたと伝え
られています。

　国民年金保険料の納付は、納付
書以外に口座振替やクレジット
カードをご利用いただくと納め忘
れが無く、大変便利です。

国民年金保険料の

納付について

問小松年金事務所
　☎0761-24-1791
問保険年金課
　☎0761-72-7861 詳しくはこちら

　システムメンテナンスのため、
下記の日程で証明書の交付を一時
停止します。
　利用者の皆様にはご迷惑をおか
けしますが、ご理解・ご協力をお
願いいたします。
　なお、住民票の写し、印鑑証明
書、税証明書は交付可能です。
と　き	2月20日㈮17時15分～2月

22日㈰ 13時
停止対象の証明書
・戸籍・除籍・改製原戸籍謄抄本
・戸籍の附票の写し
・身分証明書
・独身証明書
・その他戸籍に関する証明書

問行政サービス
　センター
　☎0761-76-7088 詳しくはこちら

行政サービスセンター

での証明書交付の一

時停止のお知らせ



情報チャンネル

広報かが  2026・2 22

問自衛隊石川地方
　協力本部
　小松地域事務所
　☎0761-24-5180 詳しくはこちら

〇自衛官候補生募集
　今年度最後の採用試験です。
受付期限	～ 2月22日㈰まで
応募資格	18歳以上33歳未満
その他	試験日等は小松地域事務

所までお問い合わせくだ
さい。

〇予備自衛官補（一般、技能）
　能登半島地震においても活躍し
た予備自衛官等を募集しています。
一般社会人や学生の方を予備自衛
官補として採用し、教育訓練終了
後、予備自衛官として任用する制
度です。各種手当も支給されます。
詳しくは小松地域事務所までお問
い合わせください。
受付期間1１月22日から3月30日まで
応募資格	（一般）18歳以上52歳未

満の人
（技能）資格に応じて55歳
未満まで

試験期日	4月1日から19日のいずれ
か１日を指定します。

試験種目	筆記試験・適正検査（Web）・
口述試験・身体検査

合格者の発表
6月10日

自衛官候補生・

予備自衛官補募集

　引っ越し等、一度に多くのごみが出る際は町の集積所には出さず、
直接美化センターに搬入されるか、許可業者に依頼してください。

（廃タイヤなど、美化センターで処理できないものもございます。）
　搬入の際にはきちんと分別し、「ごみカレンダー」で美化センターの
営業日をご確認ください。
　分別に迷ったときは「ごみカレンダー」や「ごみナビ」
をご活用ください。

引っ越しの日が決まったら［ごみのカレンダー］を

確認しましょう

問環境課
　（生活環境グループ）
　☎0761-72-7885 詳しくはこちら

ごみナビ

展示期間および抽選申込
	 ：2月1日㈰～15日㈰
	 	 9時～16時
抽 選 日	：2月16日㈪ 9時～
引取期間	：2月16日㈪～26日㈭
	 	 9時～16時
問加賀市環境美化センター　
　☎0761-73-5600

再生品の販売 

　（一財）自治総合センターでは、
宝くじの社会貢献広報事業の一環
として、活力ある地域づくりを推
進する活動に対し、助成を行って
います。
　宝くじの助成金を活用し、山中
温泉我谷町で小型除雪機を購入
し、通学路および町内道路の除雪
対策に取り組みます。

山中温泉我谷町で

小型除雪機を購入し

ました

問土木課
　（維持管理グループ）
　☎0761-72-7931

　市内の介護サービス事業所の職
員や、介護サービス事業所への就
業志望者が受講した 「介護福祉
士実務者研修」等に係る受験料等
の補助や、介護職員（常勤職員）
として雇用された40歳未満の人
等に対し奨励金を支給します。
申請期限	3月31日㈫

令和７年度加賀市

介護人材養成支援

事業補助金

問介護福祉課
　☎0761-72-7853 詳しくはこちら

　加賀市では、医療費削減効果の
見込める国保加入者に対して、年
3回「ジェネリック医薬品に関す
るお知らせ」を送付しています。

ジェネリック医薬品

の差額通知について

問保険年金課
　（国保グループ）
　☎0761-72-7860 詳しくはこちら

　市では「加賀市人材バンク」と
して登録する人を募集していま
す。「加賀市人材バンク」は、自
分の得意分野を教える意欲のある
皆さんに講師として登録していた
だき、市内のサークルなどから要
望があった場合に、両者をつなぐ
制度となります。現在、マジック
や茶道などさまざまな分野の方が
活躍しています。ぜひ講師として
登録してみませんか。
登録締切	2月27日㈮
登録方法	生涯学習課まで電話また

はQRから申し込み
対象外	営利目的、宗教的、政治

的活動、公序良俗に反す
る活動

令和８年度加賀市

人材バンク講師募集

問生涯学習課
　☎0761-72-7980 詳しくはこちら



スマホを利用する人にむけてサポートします

スマホ教室

開催場所 開催日程 内　容 連絡先

ドコモショップ 
加賀店

（加茂町116-1）
随時
開催 体験～上級 ☎0761‐76‐0009

ドコモショップ 
アビオシティ加賀店 
（作見町ル25-1）

随時
開催 体験～上級 ☎0761‐72‐8501

au Style
アビオシティ加賀
（作見町ル25-1）

随時
開催 体験～基本 ☎0761‐72‐8123

ソフトバンク加賀
（小菅波町2丁目36）

随時
開催 体験～上級 ☎0761‐73‐1781

加賀ケーブル
（新保町ヤ74番地60）

随時
開催 体験～基本 ☎0761‐71‐0666

（スマホ教室専用ダイヤル）

　相談員がスマホの使い方やちょっとした疑問を個別にお答えします。
スマホを購入したばかりの人や基本的な操作を知りたい人にもオスス
メします。
と　き	 毎週月曜日・水曜日 14時～ 16時 1回30分
ところ	 加賀市イノベーションセンター（かが交流プラザさくら3階）
電話番号	 ☎080-7161-0428
	 （受付10時~17時）

スマホよろず相談所

施設名・
問い合わせ先

開館時間（上段）

休館日（下段）

環境美化センター
☎0761-73-5600

9時〜16時

4、11、18、23、25日

いきいきランド
かが aimBS
☎0761-72-8011

10時〜22時

4、11、18、25日

加賀市健康プラザ
｢スワトン｣
☎0761-74-1818

10時〜22時

1、8、15、22日

加賀市水泳プール
（中央公園内）
☎0761-73-2259

10時〜20時
（日・祝日は10時〜18時）

27、28日

かがにこにこ
パーク
☎0761-72-2508

9時〜17時

17日

行政サービスセンター
（かも丸ステーション）
☎0761-76-7088

9時30分〜19時
（土・日・祝日は18時まで）

4、11、18、25日

菊の湯 第1
☎0761-78-4026

6時45分〜22時

10、24日 （第2、4 火曜日）

菊の湯 第2
☎0761-78-0372

6時45分〜22時

12、26日 （第2、4 木曜日）

施設情報 2月の開館時間と休館日

問議会事務局　☎0761-72-7965

議会情報 2月の定例会・委員会

※日程は変更することがあります。
※議会運営委員会・特別委員会（基地対策、公共施設

マネジメント、不登校・ひきこもり、議会活性化）
についてはお問い合わせください。

※議会ホームページにも掲載しています。

委員会名
と　き
ところ

総務経済委員会
12日㈭ 10時〜
301会議室

教育民生委員会
13日㈮ ９時30分〜
301会議室

全員協議会
20日㈮ 10時〜
301会議室

本会議（開会）
27日㈮ 10時〜
議場

今月の納期 ３月2日㈪まで

・固定資産税（4期分）
・国民健康保険税（9期分）
・後期高齢者医療保険料（11期分）
・介護保険料（9期分）
・上下水道使用料
・市営住宅使用料

詳しくはこちら問地域デジタル課　☎0761-72-7833

広報かが  2026・223

問北陸信越運輸局 石川運輸支局
　登録に関すること
　☎050-5540-2045
　被災自動車の抹消登録等の手続きに関すること
　☎050-5540-2056
　検査に関すること
　☎050-5540-2045
　自動車関係手続きワンストップサービスに関すること

▲

詳しくはこちら

自動車の検査・登録申請は混雑する3月期を避けて、

お早めに！
　毎年3月は、自動車の検査・登録が集中し窓口が大変混雑します。3月半
ばを過ぎますと名義変更や廃車の手続きがピークに達し、1日の処理件数が
平常の3倍以上となることがあり、申請の処理に半日もお待ちいただく状況
となっております。
　このため、継続検査（車検）は有効期間の満了する日の2カ月前から受検
できる制度を利用して、比較的空いている2月中旬までに受検されますよう、
また名義変更や廃車の手続き等は3月上旬までに済まされますよう、ご理解
とご協力をお願いいたします。
　自動車の所有者の住所変更手続き等については、マイナンバーカードを
使った自動車保有関係手続きのワンストップサービスサイトからネット申請
が可能となっています。詳しくは同サイトをご覧いただき、ご利用ください。



加賀市デジタル図書館は、24時間365日利用できます。

●『どうぶつたちのおひっこし
　  ～どうやって　はこぶのかな？～』

キリンやトラなど、いろんな
どうぶつを遠くのどうぶつえ
んに運ぶ時、どうしているの
か知っていますか？たとえ
ば、キリンは１か月も２か月
もかけて、はこに入るれん
しゅうをします。どうぶつに
よって、やり方はさまざま。いつもどうぶつた
ちのことを気にかけて働いている人たちの
すがたも、あわせて見て知ってほしいです。

おすすめの本
一般向け 児童向け

○『ヒゲのガハクごはん帖』

「ガハク」こと人気画家の
山口晃と、「カミさん」こと
その妻は、夫婦揃っての
食いしん坊。自宅で、行き
つけの店で、旅先で、ガハ
クの食へのこだわりは止
まりません。そんなこだわりに満ちた日常
を、カミさんが愛憎込めて綴った食事の記
録です。挿絵はもちろんガハク。絵を見てい
るだけでも、クスッと笑えて楽しめます。

【そのほかのおすすめ本】

　　
　平山 暉彦／さく　福音館書店

デジタル
図書館

●『にこにこ　こここ』
　川之上 英子・健／ぶん　北村人／え　
　アリス館
●『ふわふわさん』
　角野 英子／作　よしむら めぐ／絵　小学館
●『とろとろおばけ』
　たなか ひかる／著　文響社
●『きれてる』
　鈴木 のりたけ／作　ポプラ社
●『おかねってなんだろう』
　細川 貂々／作・絵 講談社

【そのほかのおすすめ本】
○『今日も、ちゃ舞台の上でおどる』
　坂口 涼太郎／著　講談社
○『ベスト・オブ自然ぐすり』
　森田 敦子／著　ワニブックス
○『中年に飽きた夜は』
　益田 ミリ／著　ミシマ社
○『谷川俊太郎てのひらの詩集 ベスト１９０』
　谷川 俊太郎／著　集英社
○『とりあえず話そう、お悩み相談の森』
　安達 茉莉子／著
　エムディエヌコーポレーション

　梅村 由美／文　山口 晃／画
　集英社

掲載を希望する人は企画課に連絡してください。
（公共性がなく営利目的のみのものは掲載不可）

休館日（祝日は開館）
中央図書館 月曜日
山中図書館 金曜日
　　　　　 2月18日㈬
開館時間
中央図書館 9時～19時
　（土日祝 9時～18時）
山中図書館 9時～18時

中央図書館　
　☎0761-73-0888
山中図書館　
　☎0761-78-4441

問

加賀地区リウマチ講演会 2026
「令和時代の関節リウマチ治療」
と　き　3月7日㈯　13時30分～15時30分
ところ　小松市第一地区コミュニティセンター
 2階セミナールームA・B
 (小松市白江町ツ108-1)
講　師　小野江 為人さん（小野江医院院長）
 (日本リウマチ学会専門医・医学博士)
参加費　無料

問(公社)日本リウマチ友の会石川支部
　☎N076-261-7914 (高谷)

小松産業技術専門校　4月入校訓練生募集

募 集 科 ①自動車整備科　②溶接科
 ③情報ビジネス科　④CAD機械加工科
訓練期間　①1年　②③④6カ月
選 考 日　3月25日㈬ 9時～
選考方法　面接、書類選考および適性検査
申込方法　3月16日㈪までに必要書類をハロー

ワーク加賀に提出
　　　　　(書類はハローワーク加賀にあります)

問小松産業技術専門校　☎0761-44-1183
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無料 市民相談
　消費生活相談
問加賀市消費生活センター　☎0761-72-7857
　相談受付　月～金曜日　9時〜17時　市役所相談支援課
　月・水・金曜日　消費生活相談員による相談
　火・木曜日　受付・ご案内のみ
　※土・日曜日・祝日は消費者ホットラインへ　☎188

　青少年に関する育成相談
問教育総合支援センター(教育支援相談室)　☎0761-73-0118
　相談受付　月～金曜日　8時30分〜16時30分

　青少年こころの電話　☎0761-73-0117
　相談受付　月～金曜日　9時30分〜16時30分

　あいりす女性相談室　☎0761-73-5527
　電話相談　毎週火曜日　12時30分〜15時(祝日・年末年始除く)

　福祉・介護のしごと出張相談
問石川県福祉の仕事マッチングサポートセンター　☎076-234-1151
　2月17日㈫　10時30分〜12時　ハローワーク加賀

有
料
広
告
欄	

広
告
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

	

各
事
業
者
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い

　弁護士法律相談
問相談支援課　☎0761-72-1370
2月 4日㈬	（ 1月28日㈬	 8時30分から予約開始）

	 	18日㈬	（ 2月10日㈫	 8時30分から予約開始）
	 	25日㈬	（	 18日㈬	 8時30分から予約開始）
3月 4日㈬	（	 25日㈬	 8時30分から予約開始）

　13時〜16時　市民会館
 【予約制】受付順に各回6人　※1人1件、年度内1回まで

　司法書士相談
問相談支援課　☎0761-72-1370
　2月6日㈮
　13時〜16時　市役所相談室
　2月20日㈮
　13時〜16時　市民会館
 【予約制】受付順に各回4人
 （受付は月〜金曜日の9時〜17時）

　総合相談
問相談支援課　☎0761-72-1370
　民生委員・児童委員、人権擁護委員、行政相談委員による相談
2月13日㈮	 片山津地区会館

27日㈮	 市民会館
　13時30分〜15時30分

広告募集中です！広告募集中です！

　市内各世帯に配付するほか、公

共施設、スーパー、金融機関など

にも配置している「広報かが」に

広告を掲載しませんか。

　詳しくは、市ホームページをご

覧になるか、プロモーション室に

問い合わせてください。

●申込者の資格

　市内に在住または事業所を有し

市税を滞納していない人など

●広告掲載料

　3,000円～150,000円

※広告の大きさによって変わります。

��■申・問プロモーション室

　☎0761-72-7802
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月の健康カレンダー2

　お母さんから赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力（免疫）は数カ
月もすると自然に失われます。 乳幼児期にはさまざまな病気（疾病・感染症）に
かかりますが、予防接種（ワクチン）の助けをかりて免疫をつくることでお子さ
んを病気から守ることができます。 また、多くの人が予防接種をすることでウ
イルスの拡散を防ぎ集団免疫をつけることで、病気等の理由でワクチンを接種
することができない人も守れます。
　予防接種のタイミングは、感染症にかかりやすい年齢などをもとに決められていますのでスケジュー
ルを立てて体調の良い時に接種することをおすすめします。
　集団生活が始まる小学校入学前にワクチンの接種忘れがないか確認しましょう。
　詳しくは接種対象のお子さんにお送りした接種券および加賀市ホーム
ページをご確認ください。
　接種券を紛失している場合は再発行できますので、健康課窓口へ接種履
歴を確認できる母子健康手帳などをご持参いたただきますようお願いし
ます。

こどもの予防接種はなぜ必要？こどもの予防接種はなぜ必要？
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▲HPはこちら︎
いしかわ予防戦隊

うつしませんジャー
ワクチンイエロー

と　き：月〜金（祝日を除く）　8時30分～17時15分　
内　容：身体計測、発育・発達・ことば・子育て等の育児相談、
　　　　離乳食のすすめ方や食事等の栄養相談。
ところ：かが交流プラザさくら

問子育て応援ステーション　☎0761-72-7866

乳幼児健康相談 来所の場合は要予約
電話相談は随時受付

乳幼児健診

マタニティ教室 〜マタニティヨガ〜

問加賀市医療センター（産婦人科外来）
　☎0761-72-1188（平日14時〜16時）

と　き：27日㈮　14時～16時
集合場所：加賀市医療センター1階総合案内横（マスク着用）
対　象：妊娠16週以降（他院の通院問わず）　
持ち物：母子健康手帳、タオル、バスタオル

要予約

と　き：18日㈬　受付：9時20分～9時50分　
内　容：身体計測、講話（発達と離乳食）、個別相談、
　　　　ふれあいあそび等紹介（絵本プレゼント）　
対　象：令和7年7月生まれ　ところ：かが交流プラザさくら
問子育て応援ステーション　☎0761-72-7866

7カ月児離乳食ふれあい教室 要予約

問健康課　☎0761-72-7865

内　容 と　き ところ
糖尿病予防相談
※先着2名 血糖測定体験（リブレ）できます

4日㈬
9時～16時 か

が
交
流
プ
ラ
ザ

さ
く
ら

健康測定相談（運動機能測定60歳〜、
骨密度測定・体組成測定19歳〜）

16日㈪
10時〜16時

健康相談・
こころの健康相談

月～金
（祝日を除く）

8時30分～17時15分

健康相談 要予約問子育て応援ステーション　☎0761-72-7866
※3歳児健診の対象は、3歳5〜6カ月頃です。

妊娠期パパママ教室 要予約

問健康課（予防接種担当）　☎0761-76-5670

内　容 と　き ところ 対　象

4カ月半児
6日㈮ 受

付 

13
時
～
14
時

か
が
交
流
プ
ラ
ザ

さ
く
ら

R7. 9.10〜R7.10. 6生
27日㈮ R7.10. 7〜R7.10.27生

1歳6カ月児 10日㈫ R6. 7. 5〜R6. 8. 5生

3歳児
12日㈭ R4. 8. 3〜R4. 8.24生
26日㈭ R4. 8.25〜R4. 9.15生 問子育て応援ステーション　☎0761-72-7866

からだと食事編
と　き：15日㈰　10時～12時
定　員：12組（先着順）
ところ：かが交流プラザさくら
対　象：妊娠期のママとパパ　
持ち物：母子健康手帳



月の救急当番医2

と き 薬　局　名 電話番号
1日㈰ 加賀温泉駅前あおぞら薬局 （作　見）☎0761-72-8911
8日㈰ 箔山堂加賀温泉薬局 （作　見）☎0761-72-7010

11日㈷ イオン薬局加賀の里店 （上河崎）☎0761-80-0001
15日㈰ 山代あおぞら薬局 （山　代）☎0761-77-6000
22日㈰ すぎはら薬局 （大聖寺）☎0761-72-1719
23日㈷ 山中青木二階堂薬局 （山　中）☎0761-78-3055
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加賀市 休日急病診療 受付  ●：9時～11時30分・13時～16時30分　○：9時～12時 

少子化と産み育てる医療（7）

　加賀市医療センター病院長
北井です。先月は加賀看護学校
にたくさん入学してください、それ
が少子化の解決策と書きました。
学生に校長はそんなことを考えて
いたのかと、いぶかしげな目で見

られています。まして旦那さんを連れてきたらと書い
たので、教官にまで白い目で見られました。看護学生
には男性もいて、皆真剣に看護の勉強、実習をしてい
るのに少し筆が滑りました。最近、大学や看護学校で講
義をしていると思うことがあります。人工知能（AI）やイ
ンターネットで情報が氾濫していると、すべてにおいて
チャンレンジすることが億劫になるように思います。自

分で何かをするより、ユーチューブで誰かの挑戦を見
ているほうがタイパ（タイムパフォーマンス；時間あた
りの効率）がよくて、なおかつ失敗の痛みがない。恋
愛なんて失敗と後悔の連続、下手したら異性の仲間
内のＬＩＮＥでこんなことを言っていると晒される恐怖
と戦わなければならない。コスパの悪い恋愛がまっ
さきに心の中から削除されるのもさもありなんと
思ってしまいます。学校祭で思いましたが、我が校は
魅力的な学生が多く在籍しています。今後県内外の
大学も誘致されて学生も沢山来てくれるかも知れな
い。やはり若い世代にここで楽しんでもらうこと、それ
が一番の少子化対策と思いながらこのタイトルのお
話は締めたいと思います。（終わり）

加賀市 休日急病診療 受付  ●：9時～11時30分・13時～16時30分　○：9時～12時 

http://kodomo-qq.jp
こどもの救急ホームページ

休日（夜間）当番薬局

※休日等に急な病気で困ったときに必要な診療を行います。あくまでも初期の急病処置のため、翌日からは「かかりつけ医」を受診してください。

診療科など 医　療　機　関　名 電話番号

内科・小児科 南加賀急病センター
(小松市民病院南館1階) ☎0761-23-0099 月～土　19時～22時30分

日・祝　9時～11時30分・13時〜22時30分
診療科など 医　療　機　関　名 電話番号 1日㈰ 8日㈰ 11日㈷ 15日㈰ 22日㈰ 23日㈷

内　科 加賀市医師会休日急病診療
（加賀市医療センター内） (作　見) ☎0761-72-1188 ● ● ● ● ● ●

小 児 科

竹谷小児科医院 (大聖寺) ☎0761-73-6800 ○
近藤医院 (潮　津) ☎0761-74-1231 ○
刈谷医院 (山　代) ☎0761-77-6116 ○
山中温泉ぬくもり診療所 (山　中) ☎0761-78-0301 ○

救急告示病院
加賀市医療センター (作　見) ☎0761-72-1188 できるだけ、平日の診療時間内の受診にご協力くだ

さい。診療科は日当直担当医により異なります。
事前に電話でお問い合わせください。その際、症状
などをお伝えください。石川病院 (片山津) ☎0761-74-0700

�開局時間　9時〜14時　※14時〜翌日8時は、上記の電話
　　　　　またはインターホンにより対応します。

献血

今月はありません
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施設ガイド
加賀依緑園（山中）☎0761-71-2683

●開館：10時〜18時（入館は17時30分まで）
●休館日：木曜日〔今月は5、12、19、26日〕※臨時休業：18日
●入館料：一般600円　団体（20名様以上）490円

加賀市美術館（作見）☎0761-72-8787

●開館：10時〜18時（入館は17時30分まで）
●休館日：火曜日〔今月は3、10、17、24日〕
●入館料：展示内容によって変わります

♦�硲伊之助の「絵画」
　３月１日㈰まで
　油彩画、木版画、石版
画、素描、「色彩絵画表
現」として情熱を注いだ
色絵磁器作品まで、硲伊
之助の「絵画表現」に迫
る作品を展示します。
【関連イベント】
①�当館学芸員によるギャ
ラリートーク

　2月15日㈰　14時～
②講演会「油彩画修復とは？-硲伊之助作品を例に-」
　2月23日㈷　14時～
　講師：和田 玲子（山領絵画修復工房 修復士）

♦�第２１回市民アマチュア美術展
　2月14日㈯～3月8日㈰
　市民の応募作品が会場を彩ります。絵画、彫
刻、工芸、写真など、ジャンルを超えた表現の
数々は、応募者たちの個性と時代の息吹を映し
出します。

♦水彩画教室　講師：長谷川 清	さん  2月2日㈪
♦筆ペン教室　講師：荒木 暁月 さん  2月19日㈭

九谷焼窯跡展示館（山代）☎0761-77-0020

●開館：9時〜17時（入館は16時30分まで）
●休館日：火曜日〔今月は3、10、17、24日〕
●入館料：一般350円　75歳以上170円

魯山人寓居跡　いろは草庵（山代）☎0761-77-7111

●開館：9時〜17時（入館は16時30分まで）
●休館日：水曜日〔今月は4、11、18、25日〕
●入館料：一般560円　75歳以上280円

♦�上巳の節会－おもてなし―
２月２８日㈯～3月3日㈫
　江戸時代から昭和の古今の雛たち集
ういろは草庵をお愉しみ、特別仕様のお
菓子を提供致します。

♦�魯山人と燕台
3月31日㈫まで
　魯山人の才を見出して金沢に食客と
して招き、篆刻看板を依頼するため山
代温泉の吉野屋に引き合わせた細野燕
台。公私にわたり助言を求めるほどの深
い信頼関係を紹介します。

♦�企画展 加賀九谷 赤の系譜
7月6日㈪まで
　再興九谷・江沼諸窯にて制
作された赤絵作品を展示。

♦�九谷五彩絵付体験、ロクロ
水挽き体験、好評開催中 ▲�宮本屋窯、赤絵獅子図平鉢

(部分)【個人蔵】

短冊 松古今無色▶
北大路魯山人 加賀市美術館蔵　

九谷焼美術館（大聖寺）☎0761-72-7466

●開館：9時〜17時（入館は16時30分まで）
●休館日：月曜日〔今月は2、9、16〜20日〕　
●入館料：一般560円　75歳以上280円

♦�全国巡回展
　九谷赤絵の極致 –宮本屋窯と
　飯田屋八郎右衛門の世界 –　　　
　（石川展）
前期展：2月15日㈰まで
中期展：2月21日㈯〜4月19日㈰
　飯田屋八郎右衛門 生誕222
年を迎え、全国巡回展を開催。 巡回展では展示さ
れなかった初公開の作品を含む至宝の数々を選抜
して展示します。
【関連イベント】
①記念講演会 宮本屋窯の魅力ｰ文様と画の融和という視点からｰ
日時：2月14日㈯　13時30分～15時（13時開場）
講師：立石 絵梨子さん（苫小牧市美術博物館 学芸員）
②記念赤絵実演・絵付教室
日時：2月22日㈰ 10時～12時 児童・生徒対象
　　　　　　　 13時30分～15時30分 一般対象
講師：福島 武山さん（九谷焼作家）
①②会場：石川県九谷焼美術館
　　　　 2階ホール

▲�︎牡丹獅子に十二支図鉢
　宮本屋窯  【個人蔵】▲�硲伊之助 室内

　（硲伊之助美術館蔵）

深田久弥　山の文化館（大聖寺）☎0761-72-3313

●開館：9時〜17時（入館は16時30分まで）
●休館日：火曜日〔今月は3、10、17、24日〕
●入館料：一般350円　75歳以上170円

♦�聞こう会
　「白山と共に生きる」
2月8日㈰
13時30分～15時
講師：川畠 敦仁 さん
（白山自然保護センター）
♦読書会
2月20日㈮　13時30分～15時
『日本百名山』より「蓼科山」を読みます

♦南 紗貴子・理彦 二人展
2月10日㈫〜3月9日㈪
　石川県小松市を拠点に活動す
る、陶芸作家の南 紗貴子氏、理彦
氏の二人展です。
　動物や植物を主なモチーフに制
作した器、花器、壁掛、置物など、約
８０点の出展を予定しております。

▲白山（富士写ヶ岳より）

美術館HP▶



広報かが  2026・229

竹の浦館（大聖寺）☎0761-73-8812

施設ガイド ※各施設入館料　高校生以下・障がいのある人は無料です。
※施設の共通入館券をお得な価格で販売しています。

●開館：9時～17時　
●休館日：水曜日〔今月は4、11、18、25日〕
●入館料：無料

♦冬とたき火とエトセトラ　VOL.6
2月15日㈰　10時～16時
　たき火を囲み美味しいものワークショップ、
リラクゼーションを通し交流を深めましょう。
コーヒー、マフィン、鴨だしうどんなど。
【入場無料】
うち履きご持参ください

詳しくはこちら▶

はづちを楽堂（山代）☎0761-77-8270

●開館：9時30分～18時　
●休堂日：年中無休
●入館料：無料

「はづちを茶店」「丹塗り屋」
　加賀パフェや草もちぜんざい、
香り高い加賀珈琲などご用意し
てお待ちしております。また、新
メニュー【ズワイドッグ】も好評
発売中です！１１月より無休で営
業しております。ぜひお気軽にお立ち寄りくだ
さい。貸館施設も通常通り開館しています。

鴨池観察館（片野）☎0761-72-2200

●開館：9時〜17時（入館は16時30分まで）
●休館日：年中無休
●入館料：大人350円　75歳以上170円　高校生以下無料

♦三崎大地個展  水平線の彼方から　※要予約
※16時頃までの観覧がおすすめです。

♦トモエガモチャレンジ2025　※予約不要
随時開催・トモエガモを見つけた方に記念品進呈

♦鴨池謎解きゲーム2
　ともえちゃんと失われた記憶　※予約不要
9時〜16時
※参加料100円が必要です

♦ガンのねぐら入りを見よう  ※要予約
2月21日㈯・28日㈯
17時30分〜 18時30分
※定員なし
持ち物：防寒着・双眼鏡（持参がおすすめです）

▲こちらから　
　申し込みできます

山中温泉　芭蕉の館（山中）☎0761-78-1720

●開館：9時～17時（入館は16時30分まで）
●休館日：水曜日〔今月は4、11、18、25日〕
●入館料：300円

♦常設展示
人間国宝川北良造作品展
山中漆器永久保存作品展
歌仙巻「星今宵の巻」

♦奥の細道を詠もう会
2月13日㈮　9時15分～

♦歌仙巻
2月17日㈫　13時30分～　講 師：橋本 薫 さん

♦漢詩教室
2月19日㈭　10時～

♦習字同好会
2月12日㈭・26日㈭　10時～

♦特別展示中
雛飾り　2月20日㈮～

▲木造宿屋建築と美しい庭園の
　館です

 北前船の里資料館（橋立）☎0761-75-1250

●開館：9時〜17時（入館は16時30分まで）
●休館日：年中無休　
●入館料：一般350円　75歳以上170円　

♦「橋立の古写真」パネル展
　加賀橋立が「船主集落」として国の重要伝統的建造
物群保存地区（重伝建）に選定されて20年を記念し、
酒谷家に残された写真の中から、地元の風景が写る
写真や酒谷家当主の写真などをパネル展示します。

 大聖寺鴻玉荘（大聖寺）☎0761-72-7988（平日）・☎0761-72-3031（土日）

●開館：毎週土・日曜日　10時～16時（入館は15時30分まで）
●休館日：月曜日～金曜日
●入館料：無料

♦企画展「守岡家文書展示（仮）」
２月７日㈯〜３月２９日㈰
　大聖寺藩に仕えた守
岡家に伝わった文書を
展示します。近世初期
から明治維新にいたる
まで、幅広い年代の文
書を見どころとともにご紹介いたします。

山中座（山中）☎0761-78-5523

♦山中節四季の舞定期上演
毎週土・日および祝日
15時30分～16時10分
大人：700円
小学生以下： 350 円

※上演日程については、
　事前にご確認ください。

●開館：8時30分～22時（第2・第4火曜日は8時30分～17時30分）※12〜3月 8時30分〜20時
●休館日：年中無休　
●入館料：無料

ろくろの里　食彩館山ぼうし（山中）☎0761-78-0051

●開館：11時～16時
●休館日：水曜日〔今月は4、11、18、25日〕  
●入館料：無料

♦そば打ち体験 ※要予約
11時30分～
2人～3人
　1人2,300円
4人以上
　1人2,100円 ▲自分で打ったそばの味は格別



あとがき

就学前のお子さん大募集！
氏名・生年月を記載し、写真を添付のうえ
citypromotion@city.kaga.lg.jp までメールで
ご応募ください！

令和 3 年
 8 月生まれ

　プログラミングのスキルを競う全国選抜小学生プロ
グラミング石川県大会にて、過去最多の出場数１１３
組の応募の中から準グランプリに輝いた「加賀市わく
わく工作部」の、田口 晴翔 さん（山代小学校 6 年生）、
深田 結貴 さん（錦城小学校 4 年生）、相木 大知 さん（金
明小学校４年生）。
　発表作品は、「未来の公園、わくわくパークを作って
みた！」です。プログラミングの力を活用して、流れ
るように光る滑り台や、AI を用いた運動用ブランコ、
電子ツールでゲームを楽しめるジャングルジムなど、
誰もが楽しめるようなような新しい公園を目指し、実
際に制作し検証を行いました。
　制作にあたっては、それぞれが異なる遊具を担当し、
限られた時間の中で試行錯誤を重ねながら、3 人で協力
して作品を完成させました。プレゼンテーションでは
緊張しながらも息の合った発表を披露し、堂々と作品

の魅力を伝えました。
　深田さんと相木さんは「来年は必ずグランプリを獲
ります！」と力強く語り、今回が最後の出場となった
田口さんは「2 人のグランプリ獲得を信じています。
進学後は別の大会に出場し、さらに上を目指したいで
す」と、それぞれ熱い意気込みを語ってくれました。
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鹿野 葵羽 さん

▲プレゼンテーションの様子

 いりやま　　　れい

入山　礼 さん

令和 7 年
 5 月生まれ

今月号も読んでいただき誠にあ
りがとうございます！今年もま
だ始まったばかり、昨年よりも
見やすくわかりやすく、より良
い広報紙を作りたいと意気込ん
でおります！私はまだまだ成長
途中ですがこれからも暖かく見
守っていただけると幸いです！
寒い季節が続きますが体調には
くれぐれもお気をつけて元気に
お過ごしください！
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